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（１０時００分 開  会） 

 

議  長 西 澤 裕 之 君 

   おはようございます。 

本日の出席議員は、８名です。 

   定足数に達しておりますので、ただいまから、令和５年 第９回幌延町議会定例会を開

会します。 

   ただちに、本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、配付されているとおりです。 

 

日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定に基づき、議長において７番、齋

賀弘孝君、１番、高橋秀明君を指名します。 

日程第２ 「会期の決定」の件を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日、１２月１８日から２０日までの３日間にしたいと思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は本日、１２月１８日から２０日までの３日間に決定しました。 

 

日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

議長としての報告事項は、配付した資料のとおりです。 

以上をもって、諸般の報告を終わります。 

 

日程第４ 「行政報告」を行います。 

初めに一般行政について報告を求めます。 

町  長 野々村   仁 君 

それでは、幌延町議会１２月定例会の開催にあたり、一般行政の執行状況について、御報

告いたします。 

まず始めに、組織改編について、御報告いたします。 

第６回幌延町議会臨時会において、議決いただきました幌延町課設置条例の全部を改正

する条例の制定により、令和５年１０月１日から新たな組織体制がスタートいたしました。

今回の機構改革により、６課１０グループ１室２４係体制を、４課１室１６係体制に改め、

町民の利便性向上、各課が所管する業務のバランス調整、本町を取り巻く課題の変化に機動

的に対応することのできる組織の構築を目的に将来を見据えて、組織体制を改編いたしま

した。町民の皆様には、今まで所管していた担当課の変更等により、何かと御不便をお掛け

したことと思いますが、より地域の実情に合わせた、きめ細やかな対応ができるよう、職員
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一丸となって取り組んでおりますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

次に、地域コミュニティ形成事業について、御報告いたします。 

令和元年から、持続可能な地域集落形成を目標に、問寒別地区をモデルに進めている「地

域コミュニティ形成事業」については、令和４年度に「地域づくりビジョン」を策定し、こ

れを推進する取組を進めているところです。この「地域づくりビジョン」に基づき、地域の

新しい仕組み作りとして、地域が主体的に地域の暮らしを守るための実践組織である「地域

運営組織」の形成に向け、秋口から地域の皆さまとの懇談を進めつつ、「地域運営組織」の

先進地である島根県雲南市へ１１月１２日から１５日の日程で住民８人、役場職員７人の

計１５人で視察を行い、「地域運営組織」の具体的取組内容、運営体制、行政支援体制など

を学び、本町の協働のまちづくりに活かせる大きなヒントなどを得ることができました。 

また、１２月１２日には、道内２か所で地域活動の実践的取組を展開している団体代表を

講師にお招きし「地域づくりシンポジウム」を開催し、４０人を超える参加者と共に、地域

運営の具体的なイメージや気づき、刺激を得て、組織形成に向けた機運醸成を図ることがで

きました。これらの段階的な過程を経ながら、問寒別地区における組織のあり方などについ

て、検討会、準備会及び審議会の場などで検討を重ね、令和６年度以降の組織設立を目指し、

引き続き地域の皆さまと共に取組を前進させていきたいと考えております。 

そのほか、一般的な事務事項につきましては、お手元にお配りした資料のとおりとなって

おります。 

以上、第９回幌延町議会定例会の行政報告とさせていただきます。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

次に、教育行政について報告を求めます。 

教 育 長 青 木 順 一 君 

幌延町議会１２月定例会の開催にあたり、教育行政の執行状況について、その概要を御報

告いたします。 

始めに、学校教育について申し上げます。まず、学校でのインフルエンザ感染に関して、

幌延小学校で１１月に学年閉鎖となりましたが、その後は落ち着いた状況となっておりま

す。１０月には学校での三大行事の一つである「学習発表会・学芸会・学校祭」が実施され、

一つ一つの行事を経験することで、子どもたちの成長を実感すると、各学校から報告を受け

ています。１１月上旬には、少年少女文化祭を開催し、地域の皆さんに来場いただきました。

１１月９日には、こども議会が開催され、幌延中学校と問寒別中学校の３年生が堂々と質問

している姿を頼もしく感じました。全道規模の活躍として、幌延中学校３年の 濱下 心暖

さんが、宗谷管内英語暗唱大会で２位になり、１１月１９日に札幌市で行われた全道英語暗

唱大会に出場しました。また、秋は研究シーズンということで、１１月２２日水曜日には、

幌延町内の教職員が集まり、幌延町教育研究所・研究大会が幌延小学校を会場に開催されま

した。教材研究をしっかりと行い、授業を実施する先生、熱心に協議する先生方が参加して

いました。 

次に、社会教育について申し上げます。 

まず、１１月２１日火曜日には、延期となっていた舞台芸術鑑賞「益子侑＆ステラコンサ
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ート」を開催しました。参加した皆さんは、生の音楽を堪能しておりました。 

１１月２６日日曜日には、幌延町ＰＴＡ連合協議会・研究大会が幌延小学校を会場に開催

され、情報モラルに関する講演がありました。 

スポーツ少年団活動では、まず、剣道少年団が令和５年度留萌地区個人選手権大会の小学

２年生以下の部、５・６年生の部にそれぞれ出場し、小学２年生以下の部で、幌延小学校２

年の小林みわさんが３位に入賞しました。 

次に、野球少年団ですが、第４０回ライオンズクラブ杯少年野球大会に猿払との合同チー

ムで出場し優勝。来年１月に札幌つどーむで開催される全道大会に出場します。また、北海

道学童軟式野球都市対抗戦 エゾ・イン・ザ・バトル２０２３大会に、幌延小学校６年の伊

藤良汰さんが、留萌選抜チームの一員として出場しました。 

次に、バレーボール少年団ですが、第３２回ふかがわカップ全道小学生バレーボール優勝

大会に宗谷管内代表として、男子の部に幌延ジーライズが、女子の部に幌延ウイングガール

ズが出場し、男子の部で準優勝しました。また、第４３回道新カップ北海道小学生バレーボ

ール道北地区大会に、幌延ジーライズが宗谷管内代表として男子の部に出場し優勝。来年１

月６日土曜日に江別市で行われる第４０回北海道小学生バレーボール選抜優勝大会に出場

いたします。 

次に、幌延中学校２年で陸上部に所属している島田力輝さんが、宮崎県で開催されました

「２０２３年全国ダウン症アスリート陸上競技記録会」日本パラ陸上競技連盟主催に出場

し、走り幅跳び・中学生男子の部で、日本記録を更新する３Ｍ１０ＣＭで優勝しました。 

最後に、宗谷教育局主催の宗谷管内学校教育活動等表彰「北の輝き」に、教育委員会から

令和５年度第２回の推薦を２件しておりました。 

１件目ですけども、昨年度、東京都で開催されました「第１３回ヨーロッパ国際ピアノコ

ンクール・イン・ジャパン」自由曲の小学１・２年の部に出場し、ディプロマ賞を受賞いた

しました 幌延小学校３年 橋本英恵さんと、２件目ですけども、先ほど報告いたしました

「２０２３全国ダウン症アスリート陸上競技記録会」に出場しました幌延中学校２年 島

田力輝さんの２名が、１２月１１日付け宗谷教育局長通知で、みごと被表彰者として通知が

ありましたので、ここで御報告いたします。 

以下、教育予算の執行状況、社会教育の活動状況等につきましては、別紙資料のとおりで

あります。 

以上、概要を申し上げ、幌延町教育行政執行状況の報告といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

以上をもって、行政報告を終わります。 

日程第５ 「一般質問」を行います。 

質問の通告がありますので、発言を許します。 

６  番 無量谷   隆 君 

幌延町ゼロカーボンシティ宣言の検証について、今年３月９日に幌延町ゼロカーボンシ

ティ宣言を行いましたが、これまでに町として、どのような政策を行ってきたのか、また、

今後どのような考えを持っているのかお聞きいたします。 
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① 過去に個人住宅のＬＥＤ照明購入に対し、１世帯１台まで補助していたことがあり

ましたが、制限をなくして補助を再開する考えはないのか。また、畜舎、店舗、事務所のＬ

ＥＤ照明購入に対して補助をする考えはないか。 

② 住宅の断熱性能を高めるため、北方型住宅、二重断熱構造の推進に対し支援する考え

はないのか。 

③ 電気自動車やハイブリッド車の普及に向けて、購入費の補助制度を創ることは考え

ていないのか。また、公用車に電気自動車を増やす考えはないのか。 

④ 幌延町の森林による二酸化炭素吸収量はどのくらいか。町内の森林整備を促進する

ためにも林道作業道の整備は必要だと思いますが、林道作業道整備に対し補助することは

できないのか。 

⑤ 風力発電や太陽光発電の普及に向けて、町として支援する考えはないのか。 

⑥ 宣言にある再生可能エネルギーの推進とは、どのようなものを想定しているのか。 

２ 報酬と費用弁償について 

① 教育委員や民生委員などの各種委員については、人材確保が大変だという話も聞い

ています。各種委員は様々な場面で重要な役割を担っています。今後、人材確保のためにも

報酬の増額は考えていかないのか。 

② 費用弁償については、会議に出席するための交通費や場合によっては宿泊費も必要

となります。燃料費や宿泊費の高騰により、現在の額では不足だと思うのですが、見直しは

考えていないのか。 

３ 職員の確保について 

近年、途中退職者の増加や新規募集に人が集まらないなど、職員確保に苦労していると聞

いておりますが、人材確保のためにも職員の給与の増額や手当の支給など幌延町独自の取

組を行う考えはないのか、よろしくお願いいたします。 

町  長 野々村   仁 君 

無量谷議員の御質問にお答えします。 

１問目の「幌延町ゼロカーボンシティ宣言の検証について」に関する御質問について、お

答えいたします。 

まず１点目の個人住宅のＬＥＤ照明購入に対する補助については、平成２５年度から平

成２８年度までの４年間、幌延町新エネルギービジョンに基づく再生可能エネルギーの振

興策として補助率２分の１、限度額２万円の制度により実施しましたが、現在販売されてい

る住宅照明は、ほぼ全てがＬＥＤであり、一定程度ＬＥＤ照明の普及は進んでいると考えら

れることから、現時点で補助を再開する考えはありません。なお、畜舎、店舗、事務所への

ＬＥＤ照明設置への補助については、現時点でＬＥＤ照明のみを対象とした補助制度は用

意しておりませんが、既存補助制度により対応できる場合もあると考えております。 

２点目の住宅の断熱性能を高めるための支援制度については、現行の幌延町定住促進持

家住宅建設等奨励補助制度で対応できていると考えております。 

３点目の電気自動車やハイブリッド車の購入費補助については、平成２７年度から３年

間にわたり「電気自動車等導入促進事業」を実施した際は、補助実績がなかったことや昨今
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はハイブリッド車がガソリン車の販売出荷台数を上回り、一定程度の普及が進んでいると

いう認識のもと、現時点で補助を再開する考えはありません。また、電気自動車の公用車は、

現在２台所有していますが、増車をする考えはなく、今後、入替等の際は、電気自動車に限

定せず、環境に優しい低公害車を導入してまいります。 

４点目の「幌延町の森林が吸収する二酸化炭素量と森林整備」に関する御質問ですが、森

林が吸収する二酸化炭素量に関する数値は持ち合わせておりませんが、仮に本町における

主要樹種をトドマツとし、林齢を４０年、栽植密度を１，２００本程度とした場合、１ヘク

タール当たりの年間吸収量の目安は約１．３５トンと言われておりますので、幌延町の森林

面積３万８千５７６ヘクタールに換算しますと、年間吸収量は、約５万２千トンと仮定する

ことができます。また、森林作業道の整備に対する補助についてですが、町有林整備事業や

町の森林環境譲与税充当事業でもある幌延町森林整備促進事業において、事業費に係る６

８％を上限に補助しており、森林作業道を整備する経費についても、補助対象としておりま

す。森林を健全に保つためには、適時適切に間伐、造林、保育等の森林施業による森林整備

を進めていくことが重要であり、町としても、令和３年度に策定した森林施業に関する規範

等を定めた幌延町森林整備計画に基づき、森林調査簿や林地台帳を基に、経営管理が行われ

ていない森林を対象とした調査を実施し、森林経営管理制度の普及と活用に努め、森林所有

者や森林施業関係者等と連携のもと林業経営の合理化及び効率化を図ることにより、持続

可能な森林づくりに繋げて行きたいと考えております。 

５点目の風力発電や太陽光発電の普及に向けた支援についてですが、現時点で風力発電

に対する支援を実施する考えはありません。また、住宅用太陽光発電に対しては、平成２７

年度から５年間にわたり設置費補助を実施し、計３６件の実績がありましたが、こちらも一

定程度普及したとの認識のもと、現時点で補助を再開する考えはありません。 

最後に、６点目の今後の再生可能エネルギーの推進についてですが、２０５０年までに本

町の二酸化炭素排出量を実質的にゼロとするため現状を把握し、その実現に向けた取組と

して何ができるのか、再生可能エネルギー導入計画の策定を進めたいと考えております。 

次に、２問目の「報酬と費用弁償について」の１点目「各種委員の報酬」に関する御質問

ですが、各種委員等の報酬につきましては、行政改革の取組の一環として、平成１６年４月

に全面的な改定を行っています。改定後、すでに１９年が経過していますので、町といたし

ましては、宗谷管内や近隣町村の状況を調査したうえで、各種委員等の報酬の見直しを検討

していきたいと考えております。２点目の費用弁償につきましても、物価高騰の影響により、

宿泊施設の宿泊料が値上げ傾向にありますので、宗谷管内や近隣町村の状況を調査したう

えで、旅費の見直しを検討していきたいと考えております。 

次に、３問目の「職員の確保に向けた幌延町独自の取り組み」に関する御質問ですが、議

員御指摘のとおり、職員の早期退職や職員を補充するため、募集しても応募が少ないなど、

職員の確保について、苦慮しているところであります。職員が退職した場合には、速やかに

新たな職員を補充したいところではありますが、新規で募集する職員に対して、給与の増額

や手当の支給を行う場合には、すでに在籍している職員との公平性を保つことができなく

なりますので、新規職員の待遇を向上させる取り組みについては、慎重に検討する必要があ
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ると考えます。また、近年は、特に新卒の職員の確保が困難なことから、民間企業等におい

て、正社員・正職員として一定期間以上、勤務した経験がある社会人を募集し、即戦力とし

て採用することにより、複雑化・多様化する行政課題に対応できる体制づくりに努めており

ます。 

６  番 無量谷   隆 君 

個人住宅のＬＥＤ化に関することですけども、既に過去にはＬＥＤ化したんですけど、当

時は結構高額な金額だったんですけど、今、ＬＥＤ化がかなり進んでいるっていうことで、

ＬＥＤの購入価格がかなり安くなってる状況であります。そういう中で、新規の住宅に対し

ては、ＬＥＤ化、全てはなっているかと思うんですけども、一応、過去の住宅に対しては、

まだ、全面的にＬＥＤ化がなってない状況であります。それらに対して、ある程度、更に、

再度ＬＥＤ化を進めて、ゼロカーボンに近い段階に進めてほしいなっていう気持ちであり

ます。そういう中で、更に、町長としても、考えるべきでないかなっていう感じで、その辺、

もう一度お聞きします。 

町  長 野々村   仁 君 

先ほども御説明をしたとおり、新たに独自にＬＥＤ化の部分としては考えてはいないと

いうことであります。この部分としては、先ほども申したとおり、既存の補助制度等々、改

築等含めた形で御利用いただけることもできないことはないと申し上げましたけども、そ

の辺で御相談をいただければと思ってございます。 

６  番 無量谷   隆 君 

過去には、牛舎とか店舗、事務所っていうような、ある程度、営業的な部分のＬＥＤ化が

なってないっていう部分が残されております。そういう中で、一戸当たり付けようとするな

ら、台数がかなり増えるのかなって感じはするんですけども、幌延町として、ゼロカーボン

の宣言をした以上は、ある程度、少しは前向きな形で検討してほしいなという感じはするん

ですけど、その辺はいかがなんでしょう。 

町  長 野々村   仁 君 

はい、今申し上げたとおり、既存の事業等がございます。 

それらも活用できる方法を考えていただければと思っております。 

６  番 無量谷   隆 君 

町長は、既存のものっていう感じですけど、上限が決められたり、いろいろ制約がかなり

厳しかった状況であります。 

そういう中で、新たに、宣言した以上は、何か、目玉的なことも進めてほしいなという部

分であります。そういうことを是非考えていただきたいなと思います。 

２番目の住宅断熱材ということでありますけども、住宅促進では新規住宅には該当する

かもしれませんけど、中古あるいは既存の住宅に対しては、なかなか改築することに対して、

手厚い保護がなされてないっていう部分があります。町の中を見ますと、外壁等をかぶせて、

一応、温かくはしてるという感じは見受けられますけども、やはり、それらの助成制度は、

新築よりは、既存の住宅に対しての補助制度がちょっと少ないのかなという感じはするん

ですけどその辺の見直しはないでしょうか。 
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町  長 野々村   仁 君 

これも最初にお話ししたとおり、既存のリフォームの関係でも、率的には、差ほど変わら

ない率でございます。それらを断熱特有の施設個別な補助という体制ではございませんけ

ども、リフォームするときには、きちんとペアガラスの窓を付けたり、高気密断熱にしてい

ただいたりする改築、リフォームをしていただいたこと自体に対しても、その枠の中に入っ

てるとそのように考えてございます。 

６  番 無量谷   隆 君 

３番目の電気自動車あるいはハイブリッド車ですけども、幌延町には、今後、増やす予定

はないという感じはしてるんですけども、一応、５０年までには、ある程度、入替えはある

し、あるいは、今軽自動車という形で、町から、それほど距離的に走らない軽自動車の利用

が町でもなされてると思うんですけども、それらについても、一応、ハイブリッド車あるい

は電気自動車というような形であります。それらを、ある程度、導入すべきでないのかなと

思うんですけど、いかがでしょうか。 

町  長 野々村   仁 君 

これも先ほどお答えしたとおり、全てが低公害車という形で導入、電気自動車も入れない

と言ってるわけじゃなくて、電気自動車も含めまして、それぞれ、更新をするときに考えて

いきたいと先ほども御答弁をさせていただいております。 

それぞれ、充電バッテリーだけの今の現状の中でいけば、バッテリーだけの状況の中で、

それぞれ使用する人たちが、ころころ代わる公用車の場合に、いつ、タイミング的にどうい

う充電をするかということにも限定もありますし、それぞれＥＶの良いところ、または、ハ

イブリッドの良いところも考えながら、今後、更新をしていければと思ってます。 

６  番 無量谷   隆 君 

幌延町では個人が電気自動車を持てるような形に、環境のキロ数も伸びてくるような状

況になってきております。そういう中で、再度、個人所有を町としても考えるようなＰＲを

お願いしたいなという部分もあります。近間の走る自動車は、大概、個人的には、２台ずつ

所有してるのかなって個人的には思うんですけども、ある程度、短距離の車は電気化を進め

るようなＰＲが必要でないのかなって感じがいたします。そういう中で、町としても、その

辺のＰＲも、ゼロカーボンの宣言という形の幌延町でありますから、是非とも、ＰＲもその

辺を進めてほしいなという考えを持っております。 

４問目の幌延町の森林吸収減とする森林は、幌延町は面積がかなり多い方でないかなと

いう感じはしております。そういう中で、森林の作業道や林道というような形で挙げました

けども、これらは、今までは道路があるところが結構改良されたり、植林されたりいろいろ

されてます。ですけども、道路から離れた飛び地っていうか、奥に入った所有者が道路がな

いために、改良ができないと言われております。ですから、そういう枝線、あるいは、林道

の促進を町でやって、１００％を補助するような形で奥地の林業の促進を進めてほしいな

という感じがします。現状としては、道路のすぐそばのみ改良されてるのかなっていう感じ

はしているんですけど、奥に入った個人所有者の山林の改良がされてないという部分があ

ります。それを踏まえながら、奥地の人のために、その手前の森林所有者が、自己負担する
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というのは、とても、できないっていう形で、現状としてはあります。ですから、その辺は

町としても、公的に、奥地の森林所有者を進めるためにも、是非とも、１００％に近い所有

者の奥地の改革っていうか、その辺を考えてほしいなと思います。いかがでしょうか。 

町  長 野々村   仁 君 

無量谷さんのお気持ちは十分理解をします。 

しかしながら、個人所有の財産でもございます。皆さんが効用的に皆さんで、それぞれの

境界際にそれぞれ共通して使える林道、そういう形でどこまで引っ張っていけるかという、

そういう形にしてでも、やはり今のところ、町１００％の事業ということ自体は、なかなか

難しいのかなと思っています。６８％という率では足りないという気持ちも分かりますが、

それぞれ、今のところ、このような形で、少しでも、近くに林道がひけて、きちんと、保全

管理ができるという体制を、今、森林環境譲与税も含めて、整備を進めようとしているとこ

ろでもございますので、その辺は御理解をいただければと思っています。 

６  番 無量谷   隆 君 

環境税とかそういういろんな形でありますけども、奥地の森林所有者を助ける意味で、少

し、町も、心掛けてほしいなと思います。そういうような林道の作り方、あるいは、今後、

ゼロカーボンに向けても、森林を良くするためには、道路がなくてはなりません。道路がな

ければ、夏の手入れ、管理とか、植栽とかいうものも、なかなかできない状況でありますの

で、その辺も踏まえながら、ちょっと、目を配ってほしいなと思います。そのような形で進

めてほしいなと思います。 

５番目の風力発電に移ります。風力あるいは太陽光ですけども、風力は企業的な形で大型

化されて更新されたり幌延町はされているんですけども、太陽光は一時的に一応５年間に

設置しましたけども、これで、なかなか今、再開するとなったら、いろいろと弊害がありま

して、買取り価格も以前と違って安くなっております。ですから、補助の倍率を上げていた

だかないとなかなか新規には難しいのかなって感じはしておりますけれども、その辺、ゼロ

カーボンの意味でも、そういう再生可能エネルギーでも再開するという場合は補助率の倍

率を上げていかないと個人が導入するということはなかなか採算性も合わないっていうよ

うな状況ありますんで、その辺も踏まえながら、今後ともよろしくお願いいたします。 

２番目の報酬と費用弁償ですけれども、１６年に全面改正されたということであります

けども、それ以降、急激な物価高騰、あるいは、ホテル代とかいう形ですごく変動しており

ます。そして、かつ、成り手不足で各委員さんが交代する時期もありますけども、なかなか

成り手不足が各委員でもあります。各委員を報酬うんぬんと言えども、今の時代に合うよう

な報酬査定をしていただきたいなと思いますけども、費用弁償について、いつ頃、今年度に

改正されるのかその辺をお伺いいたします。 

町  長 野々村   仁 君 

先ほども申したとおり、管内の状況等も踏まえて、本当にこの１年間ぐらい急激に人件費

も含めて、宿泊費、また物価、全てが高騰しているという中ですから、しっかりと、この辺

は調査をさせていただいた上で、上げていければと思ってございます。 

それには、ちょっと調査させていただくのには時間が掛かりますので、新年度になるかと
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思いますけども、それに向けて、一生懸命、情報収集をさせていただきながら、この辺も考

えていきたいと思っております。 

６  番 無量谷   隆 君 

今年度中というのは、ちょっと厳しいかなって感じで、来年度に向けて、途中からでもい

いから、早急に改正してほしいなという形もあります。そういう中では条例改正もしなきゃ

ならない部分もあるかもしれませんけども、速やかにお願いしたいなと思います。 

２番目の費用弁償についてですけど、物価高騰についてです。 

かなり、急激っていう形で、今現在、研修、あるいは、出張等に行っても、旅費が赤字に

なるような状況であります。それは、誰が良い悪いって言わず、やはり、今時代に合うよう

な形の対応の仕方にしてほしいという部分もありますし、やはり見直す段階で、こまめに調

整できるような条例改正なりが必要でないのかなって感じがするんですけど、その辺いか

がでしょう。 

町  長 野々村   仁 君 

すいません。先ほど２つ重ねて、私、答弁してしまいましたけども、先ほど言ったとおり、

一生懸命、調査をさせていただき対応していきたいということです。 

６  番 無量谷   隆 君 

その辺、速やかによろしくお願いいたします。 

３番目での職員の確保に向けての幌延町の独自の取組っていう形で申し上げますと、民

間企業は、今の時代に合うような物価調整っていう形で、調整しながら上がっていくような

状況であります。 

幌延町は、近年にない中途退職するような形で、報酬とかが、民間よりは遅れてるのでは

ないかという感じはするんですけども、やはり、公的な報酬を上げるとなれば、民間ベース

に左右されるかもしれませんけど、やはり、１年遅れ、２年遅れっていうような形の金額と

いう形に示されるのかなって感じはするんですけど、ここでやはり人員確保に対しては、来

年の春闘は４％５％という申込みはしてるみたいですけども、幌延町もこれだけ急激に物

価変動になれば、民間ベースに合わすような形の１年遅れ、あるいは、公的な遅れの査定を

１年前倒しするような形で、何とか、民間ベースに合うような形で、１年前倒しで全体の職

員の給料を上げたり、あるいは、新規採用の部分で好条件を示すようでないとなかなか集ま

らないのかなって感じはするんですけど、いかがなもんでしょう。 

町  長 野々村   仁 君 

民間の今の急騰したスピード感に、行政はなかなか付いていかないというところは、現実

であります。我々行政の中でも、人勧の答申をいただいた中で、毎年、そういう人勧の指標

を使いながら、給与に反映をしているというところでやっております。そうしないと、前後、

また、その時によって報酬や賞与が違うというばらばらな状態が生まれるということもあ

りますので、その辺は、今までもずっと公務員に対しては、そういう人勧の数値を使ってい

るというところが本筋でございます。今後、どのようにやっていくかっていうのは、各町村

の首長さん方といろんな話をする機会がありますけれども、どうすることが１番いいのか

っていうのは、まだ今のところ結論が出ていないというところが現状でありますので、今後
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とも、一生懸命、それぞれの状況に合わせながらどういうことができるのかも含めて考えて

いこうと思ってますけど、公務員は、国から示された人勧の数値を使う。この数字で、今の

ところ、進めていきたいと考えております。 

６  番 無量谷   隆 君 

職員はある程度、保障はされていますけども、この急激な物価高には、なかなか対応でき

ないのかなと感じてますけども、やはり、これだけ極端に職員の欠員、あるいは、人材不足

っていうな形でありますんで、ここで、幌延町として、思い切って１年前倒しするような形

の３％程度全体に上げるぐらいの気持ちで職員に対応してはいかがなものかなという感じ

はするんですけども、人勧人勧といえども、職員の成り手不足を解消する、一時的状況を打

破するためには、１年でも２年でも早めに対応するべきでないのかなと思います。 

職員全体の確保、あるいは、皆さんが幌延町の職員で良かったなっていう感じでいうよう

な形で見直しが、特別ジャンプするような形で、来年度に向かってやってもいいんじゃない

のかなと私は思うんですけども、人勧、いろいろ町村の調整もあるかもしれませんけど、職

員がいないっていうことは、人口も減ってることもありますけども、その辺を打破する特別

な幌延町であってほしいなと思います。 

無理難題かもしれませんけども、是非とも、それに近いような形でジャンプするような給

与体系の政策もあってもいいんじゃないのか。毎年と言わず、近年の物価高に対応するんだ

よっていうな気持ちで、町長は何とか考えていただけないのかなと思います。 

町  長 野々村   仁 君 

これも重なりますけども、先ほどから言っているとおり、行政の立場からいくと、なかな

かそういう形にはならない。無量谷議員が、そういうお気持ちで熱意をかけてお話をしてい

ただきますので、その意見も肝に銘じながら、今後、この先どうあるべきかということを考

えていきたいと思います。 

６  番 無量谷   隆 君 

ゼロカーボンから始まって、職員の手当等、時代になかなか付いていけないような状況で

ありますけども、一つでも早く解決するような形で進めてほしいなと思います。以上で終わ

ります。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

   これにて、６番 無量谷 隆 君の質問を終わります 

ここで、１１時まで休憩します。 

（１０時４９分 休  憩） 

（１１時００分 開  議） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

次の質問を行います。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

４番高橋です。 

通告に従い、人口減少対策について、バイオマスプラントについての質問をいたします。 

最初に、人口減少対策について。 
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平成２７年に策定した幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本方針の人口ビジョン

から見た取組で、平成２２年の国勢調査人口は、２，６７７人、２０４０年には１，６９３

人、２０５０年には１，０７６人まで減少するとされています。また、人口ビジョンで掲げ

られた２０４０年では２，２４１人が目標ですが、既に２０２３年１２月末で、２，１１６

人まで減少しています。令和５年度町政執行方針のまちづくりの基本姿勢の中で、安心して

住み続けられるまちを目指し、人口減少対策を進め産業を守るとともに、住民の暮らし向き

をよくし、地域持続可能性を高めるよう、まちづくりに取り組むとあります。 

一つ目に対策・施策を検証するとともに、見直しを行い、大胆かつ効果的な投資政策を検

討し、進める必要があると考えているとありますが、今、どのような対策、施策を検証・検

討しているのか伺います。 

二つ目に人口減少・少子高齢化・担い手不足・事業継承問題・住宅不足・施設の老朽化な

どの環境の変化を踏まえ、小規模自治体における今後のまちづくりについて、どのような形

にしていくことが望ましいのか取り組んでいきたいと考えているとありますが、どのよう

に取り組んでいるのか伺います。 

バイオマスプラントについてお聞きします。 

平成２７年のバイオマス利活用可能性調査事業から令和４年のバイオマス事業検討支援

業務までに、約３，２００万円ぐらいの調査経費・委託費用を掛けて事業を進めてきたと思

いますが、一つ目に令和４年度施行幌延町バイオマス事業検討支援事業の報告書で、次年度

以降に向けての検討課題に、候補地の地質調査と対策・規模の見直し・余剰熱の具体的な活

用策の検討とありますが、今の進捗状況を伺います。 

二つ目に平成２７年度から令和４年までの業務委託の成果は何かを伺います。 

三つ目に令和６年度以降、どのようにこの事業を進めていくかをお伺いします。 

よろしくお願いいたします。 

町  長 野々村   仁 君 

高橋議員の御質問にお答えします。 

１問目の１点目、人口減少対策に関する御質問ですが、対策、施策の検証、検討状況につ

いては、令和２年度に策定した第６次幌延町総合計画のうち重点戦略と位置付けました。 

特に、重点的に取り組むべき施策の柱及び具体的な取組を示す第２期幌延町まち・ひと・

しごと創生総合戦略では、戦略ごとに数値目標及び重要業績評価指標、ＫＰＩ（中間目標）

を設定しておりますが、令和６年度末をもって計画期間終了を迎える総合計画前期基本計

画と併せて、町の社会情勢も踏まえながら、次期計画策定に向けた達成状況の確認、検証作

業を進めています。 

２点目の小規模自治体における今後のまちづくりに関する御質問ですが、町政執行方針

で掲げた様々な環境の変化について、ハード面では、幌延市街地区で、まちの拠点や小中一

貫校の整備、問寒別地域をモデル地区とする地域コミュニティー形成事業による小さな拠

点整備などを進めているほか、総合計画、重点戦略に掲げた施策を通じて取組を進めている

ところです。 

次に、２問目のバイオマスプラントに関する御質問についてお答えいたします。 
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まず１点目の進捗状況に関する御質問ですが、今後更に一歩事業を進めるために業務報

告書で挙げられた検討課題について調査を進めていかなければならないと考えております。 

しかし、昨今の酪農情勢により、令和４年度をもって、バイオマス事業の検討については、

一時休止する旨、令和５年３月１０日に行われた予算審査特別委員会や、９月の決算審査特

別委員会でお答えしております。ただ、バイオマス事業も含めた形で、脱炭素社会の実現に

向けた講演会や勉強会は続けていきたいと考えております。 

次に、２点目の平成２７年度から令和４年度までの業務成果に関する御質問ですが、平成

３０年度のバイオマス産業都市構想の自立や構想に基づく、木質バイオマスを活用した使

用済み紙おむつ燃料化が挙げられます。家畜ふん尿を活用したメタン発酵バイオガスプラ

ントの構築については、本町の大半を占める１００頭規模の経営でも導入可能で、採算性が

確保され、他地域のモデルとなるような施設の実施設計の策定を目指し、取り組んでおりま

したが、プラント建設を安価に進めるための方法や運営手法等、個別や共同方式で進めるに

は、金銭的にも、厳しいものがあり、本町でも集中方式での実施について調査検討を進め、

今後の検討課題が挙げられたところです。 

最後に、３点目の令和６年度以降の事業の進め方についてですが、バイオマス推進は一時

休止をし、その間に、環境負荷低減の環境保全型農業について勉強会等を開催し、興味を示

していただいた後に推進していきたいと考えております。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

まず１番最初にちょっとお伺いしたいんですけど、令和２年２月の幌延町の将来人口推

計２０４０年で２，２４１人を目標値にしていますが、令和３年３月に出した第６次幌延総

合計画の概要版で、目標人口が２千人に設定しているんですけど、なぜ、１年間で２４１人

減少した数字になったのかを伺います。 

総務企画課長補佐 梶  淳 君 

事務的な部分ですので、私の方からお答えいたします。 

平成２７年１０月に策定した人口ビジョンにつきまして、議員も御承知のとおり、当時の

直近の国勢調査の人口に基づき、さらに社人研（国立社会保障・人口問題研究所）という人

口の推計をする団体の方で出ていた２，２４１人それも含めて２，２４１人という数字を推

計しておりましたのが２７年１０月の策定時点です。令和２年２月の推計の際には、そちら

の数字もあったんですけれども、第６次総合計画を作っていくに当たって、今度はちょっと

国勢調査のタイミングとのずれもありましたので、住民基本台帳の数字を基に、その当時、

令和元年１０月１日の人口なんですけども、２，３００人という人口を基に、それから社人

研の推計に使っている率を掛け合わせて数字を作ったというところでその結果に基づき推

計すると２，１００人という数字を新たに設けたというようなところとなっております。以

上です。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

なぜ今、数値を変えたのって聞いたのは、私は多分、何年前かちょっと忘れたんですけど、

この目標数値が出たときに幌延の人口がもう目標数値を下回ってたんですよ。それで、今作

るんだから目標値を下げればいいんでないですかって言ったら、答弁でこれは目標なので、
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努力していくっていう意味で、数値はいじらないって答弁したんですよ。それを今回１年も

経たないうちに、数値を変更しているんですよね。だから、今の質問をしたんですけど。何

か矛盾しているんでないかなと。それだったら、目標値を自分たちの町に合った目標値まで

下げた方がいいんじゃないかなと思うんですよ。その辺、どう思いますか。 

町  長 野々村   仁 君 

御指摘があったの私も記憶がございます。 

ただ、人口統計をあの時に基本的に使うということで、我々としては根本的にその社人研

の今の計算方式というのも示されていませんでしたので、１年半前の人口統計の調査が出

た数字を使う。多い少ないではなくて、これを目標としていくんだという意味で言ったわけ

で、こんなに少ないんだから、そこに合わせればいいと言われたところでも、これを目標に

してスタートしていこうよということであったように、私自身は感じております。 

ただ、そういう修正をするのであれば、その時に下げておけばよかったと言われれば、そ

のとおりなのかもしれませんけども、その時点では、その数字で全てのデータ、全ての形が

整っていたというか、それを全部修正する時間がなかったというところもあるかと思って

います。事務方の方でも、この数字を最初に総合計画を作る時点でも、相当、バタついて期

日に迫られて一生懸命やった。だから、許されるもんではないですけども、その時点で、こ

のような形で早期に修正をしなくてはならない、こういう形だと思っていなかったと、私も

感じてもございます。 

ただ、我々、町として、あの時もお話をしたと覚えていただいてるかと思うけども、もう

２千人を切っては、なかなかこの小規模自治体としては維持できないんだと、だから、努力

をするんです、お金を掛けるんですということを私は説明してきたような気がします。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

ありがとうございました。分かりました。 

多分、前も何かそういうような言い方していたんですけど、今回ちょっと、ぐっと変わっ

たんで、その辺をちょっと聞きたいなと思って、ちょっと質問させてもらいました。 

人口減少で第６次総合計画の中の重点戦略の中の基本目標の中の主要施策の中の細かい

ところをちょっと質問させていただきたいんですけど、雇用の場なんですけど、雇用の場が

無くなると、事業が継承できなくて、雇用の場が無くなると、町外に雇用の場を求めていく

人もいると思うんですよ。もちろん、それが人口減少に繋がっていきますし、事業承継の支

援の見直しが必要でないのかと私は思うんですよ。今、補助金１００万円、事業継承すれば

出る支援策なんですけど、事業継承には、親族の継承と第三者継承とそれと廃業か精算とい

う三つがありまして、今の１００万円の事業継承は、ほとんど、親族間の継承が多いんじゃ

ないかなと思うんですよね。それで、１番ゆるくない継承の仕方っていうのは、第三者継承

だと思うんです。第三者継承になると、要するに、従業員とかほかから会社をやりたいって

いう人が出てきて、会社を承継していくんですけど、それには莫大な資金が掛かります。個

人も含めて。 

法人は特に株とか何かを譲ってもらわないと駄目なんで、そういうのに莫大なお金が掛

かると思うんですけど、前にも私このことで、質問したような気がするんですけど、何か支
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援策っていうものがないのかなと。そうしたら、もう少し幌延の雇用の場を確保していける

んじゃないかと。 

実際に幌延の町の中でも、去年というか今年というか、１件そういうところがありまして、

今回１２月末をもって、もう１件、これは個人のところなんですけど、事業を畳むと。だん

だんだんだん、そういう雇用の場を無くしていくと、人は出ていく、人口減少は進む。何か、

悪い方に悪い方に回っていくような気がするんで。何か、支援っていうか、大変難しい問題

だと思うんですけど、何かやっていただけるなら、考えていただきたいなと思うんですけど、

町長はどうお考えか、お聞きします。 

町  長 野々村   仁 君 

以前にも高橋議員の方からもそういうお話を聞いて、何か今後考えていかなきゃならな

いと言いながら、なかなか前へ進んでないというところが現実です。何故かというと、やは

り、個人の財産の部分に引っ掛かってくるというところでもありますけども、今言われたと

おり、やはり、大きな事業主がそういう形で取引すると、優良な会社であればあるほど、継

承するときに大変な負担が掛かって継承しなきゃなんない。それなら辞めようかとか、もう、

違う名前で新しく新設しようかとかっていう話になってしまうという大きな分岐点の中の

一つだと私自身も考えてございます。 

まだまだ、我々自治体でやれること、どういうことをすべきかということ自体も検討した

いと思いますけども、やはり、今言われてることの第三者的に受けることの継承の難しさと

いうのは、私自身も薄々、実感としてよく理解もできます。特に、資産だけではなくて、先

ほど言った株を持って、株を全体的に動かしているその全体資産の膨らみ方っていうのは、

もう半端ではないということ自体は、重々承知をしておりますので、そういう継承の時に、

どのような支援をして、どのような形で応援ができるかということ自体も、もう少し慎重に

考えさせていただければなと思っています。 

以前から、そんなことしか言ってませんけども、本格的にそういう継承者、また、大きな

法人が辞められるというこの実例が出てきている以上は、入ってきてもらって、継承しても

らうということをここに居留めさせなければならない。これは農業の場合も同じだと思っ

てます。 

やっぱり農業も資産が多いために、第三者継承して、移すときに入ってくる人たちに、移

譲する時じゃなくて、資格を得るために、大きな投資が要るということが負担になって、経

営が難しくなる。この農業者の移譲についても、今後やっぱりもっと真剣に考えていかなけ

ればならない。 

これも、商業だけではなく、こういう資産を持った企業が、第三者継承するときの付加、

または、新しく入ってきている人たちを支援するための付加っていうのは、やっぱ今後ちょ

っと真剣に考えていくべきことだと私も思っておりますので参考にさせていただきたいと

思います。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

事業継承に関しては、商工業もそうかもしれないし、今言ったとおり、酪農の方も、私た

ちと同じだと思うんで、その辺は合わせて何か大変難しい問題だと思うんですけど、何か考
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えていただければと思います。 

次になんですけど、町職員も求人出して、募集がなく、職員不足になっているんですが、

幌延の制度の中に医療職員養成修学資金制度っていうのがあるんですけど、これは、医療従

事者っていうか、そういう人方に対する資金の制度なんですけど、これを専門学校とか、短

期大学、大学に通う学生にも範囲を広げていけば、少しは、人手不足が解消されるんじゃな

いかなと。医療職員養成修学資金って、何年か勤めればそれは免除されますっていうことな

んで、普通の一般の大学とか専門学校に通っている若い人も、授業料とか入学金を出してあ

げるとか、いろんなことをして、そして、卒業して何年か働いてもらうと。そういうふうに

なると、幌延町も、生産年齢人口が減少している中で、大幅に減少しているところを緩やか

に減少させることができるんじゃないかなと思うんですけど、そういう制度って、見直して

もらうというか新しく創設っていうか、作っていただけないのか伺いたいと思います。 

町  長 野々村   仁 君 

今後、育てて地元に来てもらうという、今の考え方時点では、医療従事者の分についても

同じです。今まで、やはり、この資格を持ってる人たちを幾ら探しても応募がない、ずっと

不足のままでいくということに関連して、少しでも奨学金を出してでも、少しお手伝いをし

て、地元に来てくれるということ自体を作っていく必要性があるということの認識から、先

んじて、ここがスタートしてるんだと私自身も思っています。 

ただ、今言われるとおり、もう本当に我々もそうですけども、技術職とか国家資格を取得

する、その職種というものは、どんな職種であろうと、今、不足をしているところでもあり

ます。そういう育てて、地元に帰って着ていただけるという作り方っていうのは、やはりい

いとは思うんですけども、ここが固定をできるか、受入れ側の体制として、うまくやれるか

っていうところも大きな課題の一つかと思うんですけども、やっぱり３年４年で同じく資

格を持った人が入ってきてくれたんだけど、いなくなったとかっていうこのロスっていう

のは物すごく大きなものがある。そこに、永続して繋ぐというのは、やっぱり地元出身者と

か、地元に関係のある人たちに、一生懸命、力を注ぐ方がいいのか、第三者的にまるっきり

いこういう道北に来たいっていう人たちを育てればいいのかっていうところでは、どこに、

どうやってポイントを当てながら育てるかっていうのは、やっぱり大きなポイントの一つ

ではないかなっていう気がしてるんですね。 

これ自体は、これも先ほどに言った酪農家も全て同じことが言えてきて、今、そういう奨

学金ではないですけども、協力隊員制度を使って、お給料を払ってもらって、実習してもら

って、根付いていただいて職に就いていただこうかという体制を今作ってる。 

これは、農業、土木、商業、建設業、全てのサービス業に関してでも、結局は同じような

ことが今後言えていくのかなという気がしています。その辺は、今後も商工会を始め、皆さ

ん方の知恵をお借りして、どういう形で、どこまでだったらこれができるかっていうことを

御相談をしながら、どの範囲でどうやれるかっていうのは、今後、この後の基本計画の策定

の部分もありますので、そういうところで盛り込みながらでも、そういうふうな御相談がで

きるときがあったら、していければいいかなという気はしてますので、そのときにまた御指

導いただければと思います。 
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４  番 高 橋 秀 之 君 

考えていただければ、すぐにっていうのは、多分ならないと思うんで、長い目で見ていき

たいと思いますんで、よろしくお願いいたします。 

それとですね、今も言ったんですけど、１番やっぱり人口減少の中で、生産年齢人口が減

っていくっていうことが１番問題じゃないかなと思うんですよ。こういうことを言ってい

いか悪いか、人口減少から離れるかもしれないですけど、町の職員が、結構、途中で、若い

人が退職していくということが目に付くんですけど、町の中で１番大事な生産年齢人口の

枠の中に入ってる人たちが、要するに、パワハラとかそういうもので、役場を辞めていくっ

ていうのは非常に残念でならないんですよ。 

町として、いろんな指導、対策をとってると思うんですけど、今、そういう問題に対して、

どのような考えで、どのように対処しているか、ちょっと人口減少とか関係ないかもしれな

いんですけど、よかったら、伺いたいんですけど。 

町  長 野々村   仁 君 

人口減少っていうこと以上に途中退職する方々が増えているという御質問の中でありま

すけども、私自身は、町の職場自体でパワハラの多さっていうことは、全然認識をしてござ

いません。一部、そういうことがあったということだけはお認めをしますが、その後、そん

なに大きく発展をしてもいませんし、幹部の皆さんも一生懸命御努力をいただいていると、

私自身は思ってございます。 

ただ、今の流行というか、若い人たちがどこの職場でもそうですけども、辞められて、ス

キルを上げたいという、今のトレンド的な考えなのか分かりませんけども、どこの職場でも、

若い人たちが辞めて、替わっていくということには、やっぱり大きく変わらないのかなと思

っています。 

我々もそこの一時あった、そういうことの反省を踏まえた以降は、全て、そんなことのな

いような形で一生懸命努力をしてるつもりですけども、皆さんからのそういう口が、それこ

そ類を呼んで、検索をする方にもそういう形で検索をすると、どうしても、名前が挙がって

くるということで、何となくイメージはそういう悪いイメージが付いてるんですけども、私

自身の認識としては、もうそれ以降はないと私自身は考えてますので、そこは皆さんも御協

力をいただきながら、悪いイメージを排除していくべき話なんだろうと思ってございます。 

私自身がここに来たときもそうですけども、中間層がいなくて、この年代になってきてい

ます。 

我々も人口構成の中でやっていくと、今、我々の年代から下、課長のところから下が空白

であって、その下、若い人たちだけなんですね。その若い年齢層が、ちょうど、上部層に当

たる年齢層の方々が４割で、下６割は全て若い世代しかいないそうなんです。その間が空い

ているというところでありますから、多分、荷重の掛かった、そういう仕事もあったのかも

しれないということで、今回改編をさせていただきながら作業の分担とか、やりやすい仕事、

そういうことも踏まえて、今回、皆さんから議決をいただいたとおりやっている。 

まだまだ、全然落ちつかないですけども、部署が変わったり、所管が変わったりして、落

ちつかないですけども、それに向けて、若い人たちでも働きやすいような状況、環境を創っ
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ていくというその気持ちには変わらないと思ってますので、御心配でそういうお言葉をい

ただくんですけども、そのお言葉自体も、結局は、検索の的になると、大きなはけ口になっ

ていくということでありますので、御協力をいただいて、きちんと若い人たちが育てられる

我々自治体の中でも一生懸命努力していきたいと思っています。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

ありがとうございます。 

余計な質問して済みませんでした。 

次に質問するのも、多分、前に、相当前にっていうか、そんな前でもないかもしれないけ

ど、高齢者なんですけど、高齢者の人方は、幌延の町に住み続けたいと思ってる人が結構い

るんですよね。ただ、施設に入る段階まではいっていないと。だから施設には入れないと。

だけど、一人暮らしするのはちょっときつい。夫婦でいてもちょっときつい。そういう人た

ちが暮らせるような共同のアパートとか、そういうものを造っていただきたいって質問さ

れたことがあると思うんですけど、人口が減って、お年寄りが幌延のまちに住みたいってい

うことなので、再度、そういうことができるかできないか。すぐにとは言わないんですけど、

検討ぐらいしていただきたいなと思うんですけど、どうでしょうか。 

町  長 野々村   仁 君 

そのお言葉は、忘れたわけでも、停まってるわけでもなく、どうしたら、それは建てられ

るのかっていう方法だけは、一生懸命考えさせていただいてる途中でもありますし、拠点整

備の中の一つも、その一つの中身であるということだけは、ちょっと考えていただいておい

てもらえればと思ってます。 

そこは、高齢者が特別に入るという、そういう位置ではなくて、今の介護保険やヘルパー

さんやそれぞれ動く、そういう拠点の一つでもあったり、福祉全般を含めてどういう形にす

るかということ自体も、総合的にやっぱりやっていく必要がある。ただアパートを造るだけ

ではなくて、きちんと見て回れる、巡回できるような施設的にやろうとするとすれば、やっ

ぱり、そういう拠点的なものをきちんと、固めて、動きのいいような形をとっていくという

ことがやっぱり重要なことの一つなんだと、私自身は考えてございます。 

私も新年交礼会に、高齢者の老人会の皆さんと毎年お話をさせていただく中でも、私が就

任して、２年目、３年目ぐらいから、ずっとそれを言われてきておりまして、何とかそこは

ならないのかということで、高齢者専用の公営住宅がありますということでお勧めすると、

そういう箱に入れられたままじゃ駄目なんだと、そこはやっぱり声かけてくれて、きちんと

安否を見てもらえる形が何かできないかっていう。 

そうすると、各自治体、各町村にもあるように、いろんな高齢者の施設となると、とても

国民年金では入れない料金しか取られないというところ、そこを、どういう形で公営住宅並

みで入りながらそういうことができるような、巡り合わせっていうか、環境を作るれるかと

いうことが今、最も課題の大きいとこだと思っています。 

これも、今後に残るこのＫＰＩの中で審査をしながら、大胆に分別をしながら、必要なと

ころにそれを持っていくということの動きというのは、大切なことだと思いますし、計画に

そこに載せられれば、大変ありがたいことかなという気はするので、よろしくお願いいたし
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ます。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

なかなか進まない話だと思うんですけど、よろしくお願いいたします。 

最後なんですけど、人口減少対策として、町長は、しなければならないことがたくさんあ

ると思いますけど、その中で、今１番最初にやらなければならない対策は、何だと思うかお

伺いしたいんですけど。 

町  長 野々村   仁 君 

１番先にということで言われると、何を先に上げていいのかっていう序列によって、聞き

方によって、大きく変動があるかと思いますけども、私自身は、この町で受ける側、出す側、

サービスする側、全般的にこの地域の中で、きちんと還元のできる地域にあってほしいとい

う気がしてます。 

ですから、１番先にって言われると、やっぱり基幹産業、ここの人数が減らないことが大

前提で、そこに受けるサービス、そういうことが最低限そろってることというのは、私の中

にはあります。 

ですから、そのサービスをするために、雇用が生まれてっていうことを、少しずつ循環さ

せないと、この小さなところで、長く維持できることっていうのはないのかなと。 

ただ、口で言うのは簡単ですけども、ここも経済ですから、先ほどと同じように、辞めた

って言われれば、我々、どうしようって言ってみても、我々にはどうにもできない話のとこ

ろですけども、そこは、そうならないために一生懸命努力をしていきたいというふうに考え

ていますので、全て町内で循環型の環境も、お金も、経済全体も、そういう人の流れで回る

ことが重要なことの一つだと思っています。 

観光施設が、特段、どデカく集客できるような施設もないですし、宿泊して楽しんでもら

えるところも少ないですし、そういうことと言えば、この地べたである一次産業を起点とし

て、そこの人たちがサービスを受ける側の人たちぐるっと回れる、それが理想としています

私は。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

この間、たまたま、テレビを観てたら、明石市の子育てが出ていたんで、見てたんでです

ど、その中に五つの方針みたいのがあって、要するに、子供の医療費の無料化とか第二子以

降の保育料の完全無料化、それと０歳児の見回り訪問で、おむつの定期便とか、中学校の給

食費無償とか、使用済みおむつの保護者の持ち帰りの禁止とか、子育てをメインにして、若

い人っていうか、子育て世代を集めているっていうか、みんなが移住してくる。 

北海道で言えば、これはニュースでちらっと見た南幌町なんですけど、明石市も南幌も、

幌延と地域の環境が相当違いますし、南幌の場合は、札幌までは通勤圏で、１時間以内で札

幌の街まで行けるってそういうのもあって、移住が多いのかもしれないけど、そこは土地を

買えば、その５０％補助して、家を建てれば２００万円、幌延町もそうですけど２００万円

と。それに、あとは子供のいろんな無償化とかやってるんすけど、ここ二つに共通するのは、

子供の遊び場を室内の遊び場を持ってるってことなんですよね。 

町の調査票だったか、総合計画の中のアンケートで、交流センターの中庭のところに昔は
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遊具があって、そこで多少は遊べたんですけど、冬になると寒いとかって言って、囲えない

のかねっていう話はしたんだけど、あれは町の持ち物でないから、何か駄目ですよっていう

ことになって、今見ると遊具も無くなったみたいで、やっぱり、そういう子育てをしている

人たちが集まって来てくれれば、要するに、生産年齢人口っていうのも上がってくるし、人

口も減少はするかもしれないけど、急激な減少はないんじゃないかなと。 

何か子育て、町もいろんなことやってるんですけど、給食とか教材費の無料とか３歳未満

の保育所の無料化とか、あと妊婦出産のときの町外通勤支援、これ２回までとか１回何千円

の３分の２とか宿泊は最大で５泊までですよとかってあるんですけど、そういうのを全額

支援とかそういう対応していかないと、周りと同じ事をやっても、やっぱり人は集まってこ

ないんじゃないかなと思うんですけど、その辺はどういうお考えかお伺いします。 

町  長 野々村   仁 君 

私も、そういう施策の部分では見させていただいてます。 

私たちもそれに合わせたような形で、いろんな形で今までも取り組んできて、ただ、無償

化がいいか、一部負担がいいかっていうぐらいで、子供施策については、大きく遜色のない

形になってると思っています。 

ただその割合は、今後どうするかっていうこと自体は別として、今まで表面に出てきて、

すごいなっていうところを見ると、やっぱりベッドタウンなんですね。ベッドタウンで、そ

れぞれ出入りしていて、いやこのぐらいだったらここに住んでっていいよねっていう、そう

いう状況下で、我々がそれできないわけではなくて、そういう意味で言ってる訳ではなくて、

その施策っていうのは、我々もアンケートを取っても、若いお母さん方っていうのは、そう

いう希望を抱えてくれていて、寄り合いの場所、そういうスペースが欲しいというところも

あるからこそ、そういうアンケートを利用させていただきながら、今、施策に盛り込んでい

こうということで頑張っているところでもあります。 

ポイントとして、すごく目立つ部分は、序列すれば、同じような形で全額はないんだけど

も、これだけはあるよねっていうところは、項目的には、大した負けてはいないんですけど

も、その施策だけで、入れるかっていうことと、それから、やっぱりそこを起点にして入る

転換として、選んでくれたっていうのは、先ほど言われた遊び場があるとか、広く子供たち

を面倒見てくれるとかっていうその地域性だったと思っています。 

私たちも、やっぱりそこは今後、学ばなきゃならないので、そういうことを作って、ベッ

ドタウンではないけども、移住して仕事がここにこのぐらいのことがあるんであれば、移っ

てくれて、子供を育てやすいところだねって思ってもらえるような形をやっぱり作るべき

だと私自身も考えております。 

ただ、いつも言っている中庭に遊具がないと言ったのはコロナで全て外させていただい

たので、物が無いだけで、元に戻せば、もう少し、ちゃんと遊具があるんですけども、これ

が５類になったといいながら、インフルエンザで皆さんマスクしましょうみたいな話にな

っているので、まだ戻っていませんけども、自由に動けるようになれば、今までの遊具はあ

る。ただ、囲って温かくできるという状況の中ではないということだけは御理解をいただい

て、違う形で、何かを皆さんで考えていきましょうということだと思ってます。 
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ただ、そのうち若い奥さん方からもありました、または、障害者からもありました、高齢

者からありましたカフェを作りたいよね、あれが作りたいよね、集える場所が欲しいよねっ

ていうところだけは、それは今後、作る中では、きちんと重要視した中で、遊べる場所、集

える場所っていうのは、どこかで確保しなければならないそのように考えています。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

ありがとうございました。 

町の拠点、これから考えて、中身に何を入れるかっていうのを考えていくんで、その辺も、

少しは考えていただければいいと思います。 

時間が無くなってきましたんで、バイオマスについてちょっとお伺いします。 

令和４年度の事業検討支援事業の報告書なんですけど、９月の決算特別委員会の中で、今

月の頭部分に、町のホームページに掲載しますっていう答弁で、その後、委員会とか決算委

員会の中で報告が無かったんですけど、なぜ今回報告が無かったのかまず伺います。 

町  長 野々村   仁 君 

はい、大変申し訳ございません。 

先ほども言った所管事務の異動で、今担当になっている者たちも大変、だからといって許

される話ではないですけども、時期が遅れてしまったということであります。年度中にしっ

かりと報告書は上がってますので、年度中に、その報告だったり、勉強会だったりっていう

ことが、どのように開催できるかということの指示はしてございますので、そこは重々、謝

罪をして、ちょっと時間をいただければと思ってます。 

私も、今日もこの報告書をいただいたやつだけはいただいておりますので、何かありまし

たら、私でも答えることがありましたら、お答えをしたいと思いますけども、事業報告と勉

強会については、年度中、年明けの中でも、どこかの時期でそういう機会を作らせていただ

ければと思ってますので、大変申し訳ございません。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

それ聞いた訳は、その報告書の中の２６ページに参加希望農家の説明会行ったんですけ

ど、これは３月の３０日にやっているんですよ。この調査の工期は３月３１日だと思うんで

すよね。その１日前にこの勉強会を開いて、その書類を３１日の工期の時に提出しないと駄

目なのに、間に合ってないんじゃないかなと思うんですけど、それでちょっと、聞いたんで

すけど、このときの参加者っていうのは、多分農家だけだと思うんですけど、農協とか関連

の人方、関係機関というのは、勉強会に出席していないんですか。 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 

報告書の内容についてということで、私の方からお答えさせていただきます。 

３月３０日の勉強会につきましては、報告書にも記載のとおり参加希望農家ということ

で、厳密にいえば、参加を希望っていう、がっちりとした表現ではないんですけれども、参

加に興味があるということで、兼ねてから、御興味をもっていただいていた農家さんへの説

明ということで、そのときには、中問寒の中で収まっております。 

それと別に、１０月に問寒別地区と幌延地区で講演会というような形でやらせていただ

いたんですけれども、そちらの方には、酪農家の方数名と農協の職員の方にもお越しいただ
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いて開催しております。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

持ち時間１０分となっております。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

分かりました。 

この事業の報告書の中で、どのぐらいの事業費が掛かるとか運営費が掛かるとか、運搬と

か、何かのやつの金額的なものは出ていて、また国のこういう補助金を使えますよっていう

のも詳しく載っているんですけど、ちょっと１番気になるのは、前から言っているんですけ

ど、もしこれが施工できるようになった場合に、町として、どういう補助をしていくのか。

そして、多分、この報告書で見ると、プラントだけでも、１０億ちょっと１１億近く、堆肥

とか液肥運ぶだけども、２億ぐらいの設備が必要で、何だかんだで１３億とか１４億掛かる

事業だと思うんですよね。それに対して、町はどういう補助をしていかないと駄目かなと考

えているかお伺いしたいんですけど。 

町  長 野々村   仁 君 

この説明書の中で見ていただいて、事業費自体は今言われた１４億程度ですけども、緑の

戦略補助金等をいただくと１１億程度、１１億程度に、今、議員が言われたとおり、運搬を

ゼロから始めた時、新規に全て、始めた時、幌延にもコントラがありますし、問寒別にも、

個人ですけども、コントラ事業があるという、そういう機械を使うことは別として賃料とし

て払っていくシステムで考えれば、もうちょっとここが減額されるかもしれないけども、１

億数千万、約２億近くの運搬費の運営費が掛かるということで、差引き、売電をすること自

体で、６千万ぐらい年間にある。それを１０数年やると、大体１０億ぐらいになるというこ

とになると、差っ引きをすると１億から２億ぐらいが、どうしても採算が取れない、借金が

返せないという状況であれば、そういうところに支援をしてプラントを造っていくってい

うことも、現実的に、環境負荷や肥料の観点から見ても、有効な仕事の一つなのかなという

気は私自身はしてますけども、そこが何ぼ町が支援するかっていうことでは、明確にお答え

できるような話ではないですけど、そういう採算の取れないものを造れという話にはなか

なかならないんで、採算が取れる、最低、ゼロベースできちんと収支が取れるような形であ

れば、有効な施設の一つだと思っていますし、やっぱり、今後、費用がどのような形で流通

されるか分かりませんけど、先ほど経済の話もしましたけども、この液肥についても、循環

をする、その大切な循環農業の方策の一つでもあると思っていますので、収支の取れない部

分の手当っていうのは、考えていってもいいのかな。そこがどこまで許されるかっていうの

は、今後、皆さんと協議をしていくことの必要性があるかと思っています。 

４  番 高 橋 秀 之 君 

今回の場合は、問寒地区というか中問寒地区をモデルとしてやったんですけど、なぜ、幌

延地区のシミュレーションっていうか、同じようなことをやらないのか幌延地区には、農家

の参加者がいないから、やってないっていうことなのか。それともこれからやりますよとい

うことなのかをお伺いしたいんです。 

町  長 野々村   仁 君 
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実際問題、希望を持って最後までお付き合いをいただいたのは、問寒地区だったというこ

とでありました。問寒地区よりも有利なのが、こっち側では、もう既にかんがい排水事業が

あって、施設が消化液を溜める貯留槽ができてという、ここの経費よりはずっとこっちはも

う少し、単価が落ちる形ができるんだろうとそのように想定をしてございますので、どこに

シミュレーションしたからどうだとかいう話じゃなくて、これは仮にモデル的に、この地盤

の悪いところも幌延でもいい所と悪い所、泥炭の所がある。問寒別で大体、見ると全て泥炭

の悪いような所の試算っていうこと自体は、生きていける。ただ、地域性で個別にやるとい

うことになると、個人では負荷が掛かるけれども、こういう集中型にやると、何か目先が見

えるような形になったということが今回の大きな調査の視点の違いだと私自身は思ってま

す。 

私自身が最初やろうと思ったのは、個別型で何とかコストを安くやろうということであ

ったんですけども、そこはやっぱり、どう割り算してもコストが安くならなかったという結

果がようやっと見えてきた。 

だから、今後、どうですかということじゃなくて、やっぱり集中型になるのかなっていう

気はしています。ただその部分では、幌延としては、集中型ということに、また参加してく

れる方がどのぐらいいるのかっていうこと自体は、今後やらなきゃなんないですけど、まず

は、この環境負荷とか、肥料とかという、その価値観をどのように共有して皆さんがいいよ

ねいいけどやれないよねとかって、興味を示してもらう話にならないと、なかなか前へ進め

ない、そのような感じでおります。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これにて、４番 高橋秀之君の質問を終わります。 

ここで昼食のため、１３時５分まで休憩します。 

（１１時５７分 休  憩） 

（１３時０５分 開  議） 

休憩を解いて会議を再開します。 

次の質問を行います。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

齋賀弘孝一般質問を行います。 

町政執行について。 

野々村町長となり、９年の任期が終わりました。町長の任期中に実施した政策で手応えの

あった政策は何でしょうか。また、町長が政策を考える上で、大事にしているものは何です

か。町は主に、ホームページや広報で、情報発信していますが、新年度からＬＩＮＥを使っ

て情報発信してみてはいかがでしょうか。行政活動の報告、福祉、教育、税金などについて

情報を伝えられ、幌延移住を考えている人々が、簡単に情報を取得できます。地方自治体が

ＬＩＮＥ公式アカウントを使うのは、北海道では８６の市町村、全国では６４．８％、１，

１５８団体３，１９３業務に上がり、広報、相談業務等に利用されています。費用が掛から

ず町民誰もが参加しやすく意見を求めることができるこの効果的手続について伺います。 

パブリックコメント手続について。 
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パブリックコメントによるものと公聴活動等による意見を求めること、また、その処理に

ついては何か、手続と違いがあるのか、お伺いします。 

本年８月に行われた幌延町農業経営基盤強化促進基本構想の見直しに関わる意見につい

て、具体的にどう処理されたのかをお知らせください。 

宗谷管内学校教育活動等表彰「北の輝き」について。 

９月定例会での決算特別委員会でも質問しましたが、本町児童の表彰の件は、その後どう

処理されたのか、進捗状況を伺います。なぜならば、宗谷教育委員会ホームページ北の輝き

受賞者一覧においては、令和４年度受賞者なしと報告しているためであります。 

本町の対応を伺います。 

町  長 野々村   仁 君 

齋賀議員の御質問にお答えします。 

１問目の町政執行に関する質問の１点目ですが、平成２６年１２月に就任以来、幌延町総

合計画や幌延町まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた町政全般にわたる施策を推進して

おります。手応えがあったものを選ぶことは難しいですが、とりわけ各種住民サービスの向

上には手を尽くしてきたと考えてます。 

２点目の御質問については、就任当初から町民の総力による協働のまちづくりを目指し

ており、何事もスピード感を持って取り組むことが大事だと考えています。 

３点目の町では、ＬＩＮＥ公式アカウントを取得し、情報発信に活用してはいかがとの御

質問ですが、全国のスマートフォン、携帯電話利用者のうちＬＩＮＥは、８３．７％と、非

常に多くの方に利用されており、本町においても、情報発信面での、一定の効果はあると考

えますが、取り扱う内容や体制など整理すべき課題もあり、十分な検討が必要だと考えてい

ます。 

２問目のパブリックコメントによるものと公聴活動等による意見を求めることの手続等

の違いに関する御質問ですが、二つの手続きはともに、幌延町まちづくり町民参加条例にお

いて規定されております。パブリックコメントの手続につきましては、重要な条例及び計画

の策定等に当たり、広く町民の皆様の御意見を反映させることが必要な場合は、事前に案を

公表し、御意見を聴取するとともに、それに対して、町の考え方を公表する町民参加手続で

あると規定しています。つまり、広く町民全般に影響を及ぼす制度の新設、改廃などに関し

て、その原案を公表し、意見を募集することがパブリックコメント手続であり、その他の町

民参加手続としては、町民政策提案、まちづくりトーク、審議会などによる方法があります。 

一方で、公聴活動等により意見を求めることについては、様々な方法により、広く町民の

皆様の意見を積極的に把握することと規定しています。代表的な例としましては、町民アン

ケートの実施、町政懇談会が挙げられますが、寄せられました意見等につきましては、各担

当課において協議検討し、その結果を広報紙等でお知らせすることとしております。 

次に、本年８月に行われた幌延町農業経営基盤強化促進基本構想の見直しに係る意見に

ついて具体的にどう処理されたのかという御質問ですが、幌延町農業経済基盤強化促進基

本構想につきましては、農業経営基盤強化促進法第６条第１項の規定に基づき策定したも

ので、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、経営類型ごとの経営の指標や施策を示
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したものとなります。また、法律では、基本構想の策定に当たっては都道府県が定める基本

方針と調和が保たれたものでなければならないと定められております。今回の見直しにつ

いては、令和４年５月に農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が成立し、令和５

年４月１日付で施行されたことを受け、令和５年４月３日付けで北海道農業経営基盤強化

促進基本方針が改定されたことに伴う基本構想の見直しとなっております。基本構想の見

直しに係る手続についてですが、令和５年６月５日付け事務連絡により宗谷総合振興局か

ら農業経営基盤強化促進基本構想の改定に係る留意事項についてという見直しのポイント

や記載例が示されたことを受け、見直し作業を開始しております。令和５年７月２８日には、

同促進法施行規則第２条の規定に基づき、基本構想案について幌延町農業委員会及び幌延

町農業協同組合に対し、意見の聴取を行っております。また、同促進法第６条第４項では、

市町村は、基本構想を定め、また、これを変更しようとする時は、あらかじめ農業者、農業

に関する団体、その他の関係者の意見を反映させるために、必要な措置を講ずるものとする

と規定されていることから、町内に従事する農業者を対象に、令和５年７月２８日から８月

１０日までの期間、基本構想案について意見の募集を行っております。 

なお、意見の募集に係る周知については、令和５年７月２８日から７月３０日の３日間、

告知端末機にて周知しております。基本構想案については、当時、本業務を所管しておりま

した役場産業振興課窓口及び問寒別出張所での閲覧に加え、町ホームページでも掲載いた

しました。 

基本構想案に係る意見については、幌延町農業委員会からは、令和５年８月２５日付けで、

見直しについては支障なし。 

幌延町農業協同組合からは、令和５年８月２８日付で異議なしとの回答がありました。ま

た、町内在住の農業者からは令和５年８月１０日に同一の方からファクスと電子メールで

四つの意見が寄せられました。この意見につきましては、意見の内容及び意見の検討結果等

について令和５年９月１日から９月２９日までの間、町ホームページ等で公表しておりま

す。 

また、同日付けで北海道知事に対し、基本構想改定協議書を提出しております。 

その後、令和５年９月２６日付で総農務第１２６２号にて、北海道知事から同促進法６条

第５項に基づく同意が得られましたので、法第６条第６項に基づき、令和５年９月２９日付

け幌延町告示第３２号にて、幌延町農業経営基盤強化促進基本構想を改定した旨を報告い

たしました。 

見直し後の基本構想につきましては、現在、町ホームページで閲覧ができるようになって

おります。 

３番目の宗谷管内教育活動等表彰「北の輝き」に関する御質問につきましては、この後、

教育長からお答えいたします。 

教 育 長 青 木 順 一 君 

齋賀議員の３問目「宗谷管内学校教育活動等表彰（北の輝き）」に関する御質問にお答え

いたします。 

北の輝きについては、宗谷教育局が宗谷管内の学校において、学業、文化、スポーツ等で
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優れた実績があった児童生徒を表彰し、その功績を讃えることを目的として、令和３年１０

月に北の輝きの実施を改正し、表彰対象として、一つ目として、文部科学省等が主催する全

国規模の大会で、優秀な成績を収めた者。二つ目として、学業での優秀な成績を収めた者。

三つ目として、そのほか表彰に値すると認められたものとし、市町村教育委員会の教育長が

推薦し、宗谷教育局長がこれを決定することになっております。御質問の９月定例会後の進

捗状況として、これまで教育委員会として、教育局に問合せを行い、令和２年度と３年度の

このコロナ禍においては、多くの大会等が中止となり、試合自体が激減したことにより、全

道大会での優勝をもって表彰対象にしていましたが、コロナ禍後の令和４年度以降、現在で

は、平成２４年度からの受賞者からの成績と均衡を保つため、全国規模の大会で優勝から入

賞等何らかの表彰を受けた者を対象としているため、バレーボールのベスト１６を対象外

としたという回答を受けております。それを踏まえて、教育委員会では１２月に昨年度の実

績であるピアノ全国入賞と、今年、陸上日本新記録の実績のあった児童生徒の推薦書を提出

し、宗谷教育局での審議を経て、先ほど教育行政の説明でもありましたが、先週１２月１１

日付けで教育局長通知でピアノと陸上の受賞決定の報告を受けたところでございます。 

今後も引き続き、教育委員会といたしましては、各学校や教育委員、報道や地域住民から、

優れた実績のあった児童生徒の情報を収集し、定例議会での教育行政報告や幌延町の広報

誌への掲載はもとより、今回の北の輝きの実施要綱の改正を踏まえ、対象に耐え得る児童生

徒がいれば、教育委員会内で協議の上、随時、宗谷教育局への推薦を積極的に行っていく所

存でございます。以上です。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

町長、教育長ありがとうございました。 

若干、もう少しお聞きしたいことがありますので、その点についてちょっとお伺いしたい

と思います。 

先に町政執行方針について、改めてお伺いします。 

手ごたえのあったものを選ぶことは難しいと。また、何事もスピード感を持って、取り組

むことに邁進してきたという町長の答弁でありましたが、いろいろな政策を行う上での町

長のポリシーとは、一体、何なのか教えてください。 

町  長 野々村   仁 君 

ポリシー。私自身は、決めたことが上から落ちてくるではなくて、皆さんときちんと、提

案をするけども、議論をしながら、その過程において、事業を推進していく、理解をしてい

ただいて、進めていくという「協働協調」これに全て今まで費やしてきた。 

そのように思っています。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

提案はするけども、その中身については、町民の皆さんと協議しながら、協調協働で、物

事を進めていくということで、今答弁があったんですけども、町長が１期目といいますか、

初めて町長になったのが平成２６年１２月に初めて就任いたしました。翌２７年に初めて

町政執行方針が述べられたんですけども、その中で、幌延町という畑をしっかり残し、将来

に、夢と希望の種をまく年と位置付けるとしたのが、平成２７年でありました。以降、１期
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目の２８年２９、３０年と、ずっと種をまくと言った執行方針に沿って、ずっと、こういう

畑に種をまいた。芽がしっかり出たよとか苗を育む年と位置づける。そして、流れて、最終

年度の平成３０年には、この３年間、１期目ですね、幌延町の将来に夢と希望の種をまき、

育むことに力を注いできた。少しずつではあるが、様々な芽が吹き出し育ちつつあると手応

えを感じている。３０年は出した芽、育った芽をしっかりと根付かせる年と位置付けるとい

うふうに執行方針で述べているんですけども、その後、２期目は畑の話は全く無くなってし

まって、今、３期目なんですけども、いつも言ってるように、２期目は、誰も予想もしなか

ったコロナということで、なかなか思うように会議もできなかった。また、成果を出せなか

ったというのは、充分、分かるんですけど、この１期目の時に作った畑、出た芽、苗は、今

どういうふうになって、この３期目はどのようにしようというお考えですか。 

町  長 野々村   仁 君 

御指摘のとおり、本当に２期目は想像もしなかった長い３年間、３年半という、４年です

だから。 

ほとんど、議会の皆様には、そんなもん関係ないべやって、ずっと言われ続けてきました

けども、大した関係のあった話だったと私は思っております。 

育った芽っていうか、植えた種、まいたもの自体は、一向に消えず、私は黙々とそこに眠

っているものだと思ってますから、３０年度をスタートするときも、その芽をしっかり育て

て、実現をしていきたいということで申し上げてると思っています。今は、その気持ちも変

わりません。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

ずっと、１期目から、今、３期目と引き続いて、ずっと継続中の事項もあります。それら

が早く、町民の皆さんから様々な意見をいただいて、確実に形となるように、また、３期目

も、御活躍、意見を聞いて、頑張っていきたいとこのように思っています。これが町政執行

方針に対して私の質問であります。 

続いて、３点目の幌延町でＬＩＮＥを自治体の公式アカウントにしてはどうかというこ

とをお尋ねしました。 

充分な調査、検討が必要だというふうに町長おっしゃいましたが、この一般質問が出てか

ら、きっと、町長は自治体ＬＩＮＥは、どんなものなのかなあということで勉強されて、担

当課の人とも話しして、即、回答は出ないものと思いますが、今後、更にどのような検討を

して、どのくらいの時間を要して、ＬＩＮＥは使えないね、やっぱり使って住民の声を聞い

たらいいねという判断がなされますか。 

町  長 野々村   仁 君 

私もＬＩＮＥを使わせていただいておりますので、ＬＩＮＥの良さっていうのもよく理

解しているつもりですけども、反面、同じようにこのような形で、行政で使われてるものが、

情報漏えい等、起きたということも現実でもあります。 

運用方式、運用方針をしっかりと定めた上で、また、そこを常に、やり取りができる職員

も、含めて、配置をしないとなかなかできる話ではないということで、齋賀議員には、常日

頃、広報の告知端末の件についても御指摘をいただいてますが、なかなか専門分野として、
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そういう人員の張り付けが、なかなかできていないというところも、難しいところもあるか

と思っております。 

それでＬＩＮＥの速さと便利さ、良いところはあっても、運用の仕方をきちんと決めてか

らでないと、なかなか、難しいことも起きるということも含めまして、やはり、ちょっと検

討をしっかりとしていかなければならないのかなと思っています。 

一部、運用の規定を、本当に少数に分けて、使われているところもありますから、そうい

う、自治体とも、しっかり情報を交換をしながら、どのような運用の仕方ということで、使

えれば、皆さんが安心する、情報漏えいなどのことがなくできるのかも含めて、ちょっと時

間をいただければと思っています。そこは、いろんな形で、うちの職員としても、ＬＩＮＥ

に関係して調べていることですし、ＬＩＮＥも自分たちでやっていて、難しさも重々知った

上での話ですから、個人であればまだしも、行政がやる部分についての難しさというところ

で、今、しっかり調べたいということであります。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

幌延町は西天北五町ということで、いろいろ天塩の國会議等やっておりますが、この五町

を見ても遠別町も天塩町も豊富町もこの自治体公式ＬＩＮＥを使って情報発信に努めてお

ります。ですから、そういう近隣の町村と話をして、良いところ、また、町長の心配、懸念

されておりました情報の流失とか、そういったことについて協議をして早い段階でぜひ活

用していただきたいなと思います。なぜならば、令和５年度町政執行方針、主要施策、持続

可能なまちづくりを進める協働のまちづくりの推進、この中で町長こう言ってます。 

住民の声を把握し、町政に反映させるため町政懇談会や各種会合などの様々な場面におい

て、広く御意見をお伺いするとともに、広報紙やホームページ等を活用して、分かりやすい

情報の発信に努めます。こう話しています。 

また、移住定住の促進でも、また、発信しています。こういうふうに言っています。移住

に関する支援制度やまちの魅力等について情報発信を行うとともに、ふるさと納税制度や

特産品開発等を通じて、関係人口及び交流人口の増加に努めます。このようにお話しして、

執行方針で述べております。 

また、同じく効率的、効果的な行財政運営、この中でも、柔軟で効率的な行財政運営と質

の高い行政サービスを目指し、デジタル化による住民サービスの向上と事務の効率化を図

るため、子育てや介護に関する申請など、様々な行政手続のワンストップ化やマイナンバー

カードの普及に、また、デジタル社会のツールとなるマイナンバーカードの普及を推進しま

すというふうにおっしゃっていますので、これらは、やっぱり、早急に、お考えになっては

いかがかと思います。 

私が言いたかったのは、以前から言っているのは、施設ですね、学習センター施設借りま

すよ。総合体育館借りたいですよ。そういうとき、今、ペーパーでやっているので、これら

も皆気軽に利用される方が、ＬＩＮＥとか、実際に使っている町もありますので、やれるん

じゃないかと。 

また、それを使わなくても、町長この執行方針で今私が述べたことを、どういうふうにや

ろうとしていたんだよというお話があるのであれば、お聞かせください。 
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町  長 野々村   仁 君 

ＬＩＮＥが全て、この便利なツールということでもない、私の認識でもあったんですけど

も、町民向けには、もう告知ですけども、全国にわたるというのは、こういうネットの世界

に入っていかなければ、情報が広がっていかないのかなっていうのも、ＬＩＮＥをやるよう

になってからの認識でもございますが、ホームページも少しずつ改良をしつつ、皆さんにホ

ームページを見ていただけるような機会の中で、そういう広報をしていこうと、そういう考

えでもありました。 

ただ、現代のＤＸ化によって、どこまで進捗させられるか。 

今、一生懸命マイナンバーカードのところも引っかかっていますけども、これのツールが、

どういう形で、どういう広報に使えるかというのも含めて、今後のＤＸ化の進展にもよるの

かなという気はしてますけども、ＬＩＮＥという広い幅での個人個人の皆さんのツールを

最大限活かしたそういうところまでは、私自身があまり認識をしていなかったというとこ

ろでもあります。 

今後、このＬＩＮＥに関しても、先程、言ったとおり、近隣も使われておりますので、勉

強しながら、どのような形で安全に使えるかということ。まだ、近隣で少し調べさせていた

だいたところによると、それほど多くの項目はやってございません。発信はしていますけれ

ども受けていません。そういうこと自体を、どういうことでそうしているのか、それらも含

めて、ちょっと勉強していきたいと、このように考えています。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

１２月１２日だったと思います。 

副町長も町長も問寒別の地域運営組織の先進地の方２名の方が来て、講演をしていただ

きました。特に厚真町から来られた方は言ってましたよね町長。ＳＮＳを使って情報発信し

てんだよと、そしたら、以外にも、いろんな方が読んでいたと見てくれていたと。 

その中から自分たちでできることを応援してくれているから、今私たち厚真町はこのよ

うな活動ができるんだよと。こういうふうにお話ししてくださいました。これ、私の勘違い

というか聞き方により、こういうふうなお話をしたんですけども、町長は、あの講演を聞い

て、ＳＮＳを活用して、応援隊をいっぱい作って、今の活動がこういうふうに活発になった

よという講演、どのようにお聞きになりましたか。 

 

町  長 野々村   仁 君 

だから、先ほどから申してるとおり、民間レベルでは物すごく便利なツールだと私は考え

てございます。 

ただ、行政がやる部分について、もう少し勉強しなければならないのかなというところが

懸念をしているところであります。それだけであります。 

個人の皆さんが広く自由に使えるツールとしては、良いツールと悪いツールがありなが

ら、今、だんだんと取締りも厳しくなってきましたけども、それぞれの関係で規制をはめて

いかなければならないのかなという法案もできかけるのかも分かりませんけども、やっぱ

り、難点もある。 
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でも、ツールとしては、物すごく早い時期に早い正確な情報がつながる。逆に言えば、フ

ェイクもつながるというところの欠点を、行政のサイドとしてやる場合に、どう考えなけれ

ばならないかということをさっきから申し上げているだけです。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

分かりました。よろしくお願いします。検討といいますか、良いところ悪いところ、いっ

ぱい調べて、良い方向に向くようにお願いしたいと思います。 

続いて２問目でありますパブリックコメントについてお伺いします。 

パブリックコメントというのは、片仮名で書いてあるんですけども、町ではパブリックコ

メントを日本語では何というふうに訳しているんですか。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

   休憩します。 

（１３時３６分 休  憩） 

（１３時３７分 開  議） 

休憩を解いて会議を再開します。 

総務企画課長 早 坂   敦 君 

申し訳ありません。お答えいたします。 

基本的にパブリックコメントというのは、そういった単語で認識してるということで、基

本的に、和訳でどうのこうのというような把握の方をしていないということでありますが、

内容につきましては、やはり広く、町民の方からの意見を募集して、それに対しての町の意

見を申し述べるというような内容で理解してるということでございます。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

分かりました。 

パブリックコメント、広く町民から意見を募集する。 

では、具体的例で示してくださいと言った「幌延町農業経営基盤強化促進基本構想」につ

いて町民から意見を求めました。先ほどの町長の答弁の中で、農業者から意見を求めた。こ

れはパブリックコメントでいいんですか。 

町  長 野々村   仁 君 

パブリックコメントではないというふうに担当の方から聞いております。 

先ほども、この前段で説明したとおり、それぞれの農業者、関係者、皆さんからの意見と

か、部類はパブリックコメント全町民からではないということで、きちんと、それぞれの部

署に当たっての意見聴取ということでありますので、パブリックコメントではないという

ことを聞いています。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

町長の答弁の中に、パブリックコメントは町民参加だよと。その参加の手続に答弁の中に

は、町民政策、提案手続もあるよ、それからこのパブリックコメントもあるよ、それから、

まちづくりトーク、審議会等もあるよと。 

まちづくり基本条例では、もう一つ、その他町民の参加手続もありますという、この５番

目にあるその他の町民参加手続ということで認識してよろしいのか伺います。 
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そして、その処理方法は、パブリックコメント、それから、今回のこの意見募集した経営

基盤強化促進法、この処理の方法はまた別なんですか。それとも、パブリックコメントの意

見募集も同じ処理の方法をするのか、お伺いします。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

ただいまの御質問ですけれども、繰り返しの説明になる部分があろうかと思いますが、幌

延町農業経営基盤強化促進構想こちらにつきましては、農業経営者及び関係者向けの構想

であるという観点から、先ほど申し上げた、町民参加条例による広く町民の意見を反映させ

ることが必要な場合、こういった、取扱いではなく、限定した方、対象になる方から御意見

を伺って、構想を作っております。なので、パブリックコメント手続と今回の構想の手続に

ついては、意見を募集する。それを公表するという部分では、同じプロセスを踏んでおりま

すけれども、対象を農業者である構想を踏まえて、そこに限定した形での今回の策定となっ

ておりますので、パブリックコメント手続きにはよらず、その他の取扱いとして、パブリッ

クコメントに準じた形を取っておりますけれども、別の考え方で構想を策定したというと

ころでございます。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

今回のやつもパックパブリックコメントではないんだけど、意見を募集した。そして、先

ほど、四つの意見が寄せましたよと。そして検討結果したと。 

この検討結果は、いつできたんですか。ホームページで９月１日から９月末までに２９日

まで公表しましたよという答弁でしたけれども、公表するように、きちんとできた検討結果

しましたという検討結果が出たのはいつだったんですか。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

ただいまの御質問ですけれども、検討結果をいつ取りまとめたかという御質問のお答え

にはなっていないかもしれませんけれども、９月１日から９月２９日までの期間、こちらの

御意見については公表しておりますので、先ほど説明した流れでいきますと、８月２８日に

関係者、農業者の皆さん、また、農業委員会、農協から、それぞれ回答、答申が取りまとま

った時点で、これらを取りまとめた。そして、９月１日から公表に至ったという流れでござ

います。 

 

 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

意見を提出した人ですね。 

意見を提出した人が納得しないかどうかはかかわらず、８月２８日付けで関係機関から

回答をもらったと。 

意見を提出した人、提出する人には、住所、氏名、連絡先を教えてくださいって聞きなが

ら、その人には何も連絡しないで、何月何日から何日まで公表しました。関係機関に聞きま

した。異議なしでした。それでいいんですか。 

やっぱりきちんと意見を出した人には、こういう結果になりましたって、どうですか、異

議なしですかって聞くのが、この処理方法ではないんですか。改めてお伺いします 
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産業建設課長 角 山 隆 一 君 

ただいまの御質問というか御意見に関しては、ちょっと見解としては違うのかなという

ふうに思っておりまして、いただいた御意見に対する見解については、公表しております。 

その中で、パブリックコメントとまたこれが混同してしまう箇所があるかもしませんけ

ども、計画に反映するもの、また、今後の取扱いの参考意見として取り扱うものっていうの

は、こちらもいただいた御意見に対して、町がどういう判断をしたのかというものを付記し

て、９月１日から２９日まで公表したところでございます。 

これは、また、パブリックコメントと何が違うんだということになると、沿った手続をし

ておりますので、パブリックコメントの手続の場合も、いただいた御意見をいただいた方に、

こういう意見をこういうふうに反映させて、どうだというようなことは、基本的には行って

おらず、町で検討した結果を公表するという流れとなっておりますので、そこは、御理解い

ただければと思います。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

いや、意見を募集したんだから、やはり、きちんと意見を募集した方には、そんなに毎日

ホームページを見てるわけじゃないし、大体、農業経営基本強化促進法がどこにあるか。幌

延町のホームページは、分かりやすいホームページを作るということでしたが、なかなか分

からない。検索入れてやっと出てくる。やはり、意見提出した方には、最低でもルール、エ

チケットというか、こういう意見を出されましたが、こんな結果になりまして、ホームペー

ジに出てますから見てくださいぐらいは、連絡した方がいいんじゃないですか。 

町長が先ほど言っていた幌延町まちづくり町民参加条例は、平成２１年に作って、今まで

一度も手を加えられていません。規約では、５年に１度は見直しを図りましょうということ

を書かれて、ルールになっています。そこんとこを変えたらどうですか。 

やはり、意見をせっかく出してくれた方には、こういう意見がありました。こんなふうに

なりました。連絡するだけでもいいんじゃないですか。どうでしょう。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

こちらも、御質問というか御意見というか、意見を出した方が、どのような形で公表され

たかが、確かに、今回の手法でいくと、幌延町のホームページに掲載したというところで、

もしかしたら、お気付きにならなかったのかもしれないというようなことも考えられます

ので、今回は、ホームページでのお知らせのみということで閲覧をしておりましたので、

我々の認識といたしましては、紙でも見れる状態、ネットでも見れる状態というのを作って

おりましたけれども、今後、広く御意見を出された方、また、その構想や計画に興味関心を

示している方や、こういうことを行っているんだってことを広く周知させるためには、今回、

プラス何かっていうのは考えていくべきなのかなと思いますので、御意見として頂戴いた

します。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

なぜ、こういうふうに質問をくどいようですが、質問しますかというと、今回の改正では、

農業経営法人化の促進、また、関係機関との連携、役割分担の考え方等が盛り込まれていま

した。農業経営の法人化ということにつきましては、平成３１年と令和２年、町長の執行方
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針の中で、地域全体で生乳生産を増やす家族経営が難しくなりつつある経営体の対応や、地

域農業の担い手の確保育成といった課題解決策の一つとして、農業生産法人設立誘致につ

いて農協と検討を進める。これがずっと令和５年まで書かれているんですよ。変わったのは、

令和４年、令和５年に生乳生産を増やすという言葉が、生乳生産を維持する。令和５年も生

乳生産を維持する。農協と農業生産法人の設立誘致について検討するは、ずっと残っていて

一向に進まないのに、それを更にまたですね、この農業経営基盤強化促進法に載せていいの

かということが１点。 

２点目に関係機関との連携、技術や経営ノウハウについては、指導農業士とか関係機関が

フォローアップするということが書かれています。幌延町に指導農業士ますか。いない指導

農業者は削除した方がいいんじゃないかっていうのも意見で出されています。また、通年預

託のことも書いてあります。決まった農業経営基本促進法には、通年預託等の機能強化を図

り、労働負担の軽減につなげるとあります。これは以前、幌延町農業協同組合から育成牛舎

を造ってほしいと農協挙げての要望があった。町は、再度、職員さんが１軒１軒農家を周っ

て、どんだけ需要があるのかということを調査した。言葉で、調査した結果、建てるまでも

なく、離農した農家の育成牛舎とかを使えばいいんじゃないかということで、これは委員会

を通して、また皆さんに説明すると言ったんだけども、その説明も未だにないという。だか

ら、こういうふうに農業経営をやっている人に何か希望を持たせるような農業経営に通年

預託の機能強化を図るという言葉を削除した方がいいんではないかというのが意見ではな

かったかと思います。いかがお考えですか。 

町  長 野々村   仁 君 

御指摘は、重々、御理解をするところでもあります。 

しかしながら、やっぱり状況の変化とそれで、看板に掲げたものが１年へこんだり、上げ

たりということではなく、やっぱり将来展望についての鏡であろうと私は考えてございま

す。 

ましてや、農業委員会、農協等がこのような形でいきましょうということで合意をいただ

いておりましたから、我々としては、ここは、今のスタンスとして、それは進めたいんだけ

ど、今ではないようなっていうところも反面あるのかなというところがあります。 

今回の基本方針の道からの通達、ひな形等でもそういう項目ではなく、違う理由の変更で

あったということは、多分、基本構想を読んでいただければ分かったかなと思ってます。 

我々の今、農業政策をこのようししたいという思いを、全て、その意見で変えるとかって

いうことじゃなくて、維持をしながら、そこへ近づけるという思惑、意図がやっぱりあるの

かということで、これを、農業委員会も経済団体の農協さんでも、それは異議なしというこ

とで、お墨つきをいただいたものだと私どもは考えています。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

分かりました。 

パブリックコメント、町民から意見を募集するという町民が誰もが参加できる、この意見

募集、町民参加、更なる検討を考えていただき、今回の農業者、又は商工業の意見を募集す

ることがあるかもしれません。意に沿った内容になるように、きちんと対応していただきた
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い。また、町民参加基本条例は、５年に１度見直すとありますから、まだ、全然、１度も手

を付けていないので、そろそろ見直しをした方が、１０年以上過ぎてるわけですから、この

時代に合ったものにしてほしいというのは私のまとめの意見であります。 

見直しはしますか、しなくても結構ですか。 

副 町 長 岩 川 実 樹 君 

町民参加条例の見直しについては、平成２６年度に１度、行っております。 

意見の予告の期間を短縮しております。当時、告知端末機が無かったもんですから、確か、

告示か何かで予告してたと思うんですが、告知端末機によって、町民に予告が速やかにでき

るということで、期間の短縮を盛り込んでおりますので、１度だけ、見直しをしております。 

今後につきましても、不断の見直しを心がけてまいりたいと思っております。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

教育委員会さんに答弁いただいた北の輝きについて、若干、お伺いしたいと思います。 

なぜ今回１２月１日付で、宗谷教育局から、北の輝き受賞されましたよという連絡になっ

たのか。以前、１年間の間に何度か推薦する機会があるので、それに則ってやりたいという

ことで、あったんですけども、１年も遅くなった理由は何なんですか 

教 育 長 青 木 順 一 君 

   遅れた理由ですけれども、先ほどとおりですね、同時期の実績のあった対象となりうる団

体の推薦に必要な情報の整理にちょっと時間を要したこと。あと、想定していた対象団体バ

レーボールですけども、対象にならないことにより、もう一度、推薦内容を見直したという

ことで、事務に遅れが生じてしまいました。 

結果的に１２月、年３回の申込みがありますので、結果的に１２月の推薦としまして、今

回、被表彰ということになりました。大きな成果を収めた児童生徒が不利にならないように、

今後、事務を徹底していきたいと思っております。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

児童は、昨年の１１月２７日に、コンクール入賞ディプロマ賞を受賞しました。 

先ほど、お話しました締切りは、第２回目の締切りが１２月１０日にありました。だから

早くて１１月２７日に受賞されたら、昨年の１２月１０日、今頃、もう既に、良いか悪いか

は協議に入ると思うんですよ。 

そしてまた、３月にも質問して、３月の定例会一般質問で質問しました。 

この方は、幌延町の文化奨励賞に値しますかという質問に対して、教育長は検討し、是非、

推薦して、受賞できるようにしたいというお話でした。３月１０日に質問して、３月１３日

には、すぐですよ、３日足らずで幌延町文化奨励賞を受賞してますよ。このいろいろな手続

っていうのは、教育委員会では、北の輝きの受賞者一覧のホームページを御覧になっていな

いんでしょうか。過去に、平成２６年度に２名の児童の方が、北の輝きにディプロマ賞で受

賞されていますから、幌延町もディプロマ賞だっていうんだから、即座に対応できたのでは

ないかと思いますが、いかがでしょうか。 

教 育 長 青 木 順 一 君 

今の御質問にお答えしたいと思います。 
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最初に、昨年１１月に入賞ということで、恥ずかしながら、報道で知ることになりました

けれども、そこからいろいろ吟味が始まりました。前回の議会でもお話ししたかなと思いま

すけども、まず、実績内容の確認整理、それと推薦となり得るかどうかということで、局へ

の事前確認の前に、ディプロマ賞が本当に推薦に当たるのかどうか開催要項取り寄せたり

とか、あとは、その主催者が全国大会の対象になるものなのかその辺を吟味したりとか、あ

と教育委員会ですけども、御存じのとおり、教育委員会制度を活用しておりますので、その

事実を実証というか検証されたものを、再度、教育委員会内で確認して、中立的専門的な立

場でこのものが北の輝きに値するのか、それを吟味してる間に、ちょっと時間が掛かってし

まったということになります。 

本当に、議員、今おっしゃるとおり、ちょっと時間が掛かってしまったと。それと、過去

にディプロマ賞を受賞された方が、北の輝き、それを受賞していたのかどうかを、私たちも、

ホームページの方確認しておりませんでしたので、情報として、申し訳ありません、なかっ

たということで、御理解いただければなと思います。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

齋賀議員、持ち時間１０分を切っております。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

最後の質問というか、お願いです。 

私は幌延町内の児童のピアノコンクールで、優秀な成績を収めたよとこういうふうに、何

回もしつこく言うのは、児童が全国大会のコンクールに行って、優秀な成績を収めたのに、

旅費とかそういうことはしないのかということが始まりで、その時、尋ねましたら、新聞報

道で知ったと、新聞報道で知ったんだということで、後から旅費の支給とかいろんなことに

なった。ですから、ちょっとそこはスピーディーにやって欲しかったというか、また教育委

員会ですから、いろんなところから、先生方から、親御さんからでも、また教育委員からで

もいいから情報をいただいて早急に対応していただきたかった。だから、その対応の仕方が

今後どうなっていくのかなということで、後々になってスポーツではユニフォーム代もボ

ールを入れるバッグもみんな出していて、児童のピアノの場合はステージ衣装代はみてな

いよという報告もありました。スポーツではユニフォームみているんだから、やはり、ピア

ノだったらステージ衣装がいるんだから、ステージ衣装をみてやったらどうだということ

も私聞きました。それと、保護者の方からそれは遠慮しますということだったからよかった

んですけども、また、そのあとすぐ表彰だよねということで３月定例会で聞いたら、幌延町

文化奨励賞はもう３日も経たないうちにすぐ表彰される教育委員会のスピードアップだっ

たのに、今回は去年の１１月から年３回の締切りに対して２回の締切りがあったんだけど

間に合わなくて、ちょうど１年後の今回の表彰になったということで私は１番最初に聞い

たんで、１番最初に、今後、どういうふうになっていくのか、私は大変心配しておりました

ので、こういうふうに、表彰まで聞いて確認をしたところです。 

今後のまた、児童生徒の全国、全道に行っての活躍を期待するとともに、それに応援する

子育て支援の一環だということで、これをやっているというふうに、前、教育次長からお話

がありましたので、今後も、情報をいち早く受けて、適切な対応、スピードアップを図って、
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幌延町の教育発展のためにリーダーシップを発揮してほしいと思います。 

教 育 長 青 木 順 一 君 

どうもありがとうございます今、指摘あったとおり、日頃から、教育委員会、校長会、教

頭会の情報交流ですね。あと、各少年団からの情報提供、当該団体、個人からの申出があっ

た場合、即、確認整理、推薦となるかどうか、すぐに、局への事前確認、また対象保護者へ

の推薦の承諾、確認を得て、年３回がございますので、そちらの方に推薦書スピーディーに

提出していきたいなと思っております。 

また、情報がありましたら、お知らせいただければと、議員さんの方にお願いを申し上げ

ます。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これにて７番 齋賀弘孝君の質問を終わります。 

以上で通告を受けた一般質問は全て終了いたしました。 

日程第６選挙第１号「幌延町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について」の件を議

題とします。 

本件についての提案理由を申し上げます。 

選挙管理委員会については、地方自治法第１８１条の規定に基づき設置することとされ、

４人の委員をもって組織するものであり、任期は４年です。選挙管理委員及び同補充員につ

いては、地方自治法第１８２条の規定に基づき議会において選挙することとされておりま

す。この度、現在の委員及び補充員の任期が満了することから、本議会で提案するものであ

ります。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定に基づき、指名推選により行

うこととし、選考委員会において行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって選挙の方法は指名推選によることとし、選考委員会において行うことに決定いた

しました。 

お諮りします。 

選考委員の人数は、議長を含めて５名とし、選任指名は議長において行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

それでは、選考委員を指名します。３番 深澤博之君、４番高橋秀之君、６番 無量谷隆

君、７番 齋賀弘孝君、８番 西澤といたします。 

ここで、選考委員会を開催するため暫時休憩します。 

（１４時０４分 休  憩） 

（休憩中 議員控室において選考委員会開催） 

（１４時０７分 開  議） 
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休憩を解いて会議を再開します。 

選考委員会の結果、選挙管理委員及び同補充員が選考されましたので、氏名、住所を報告

します。 

まず、選挙管理委員については、 

横尾明さん 幌延町字幌延１０４番地５ 

瀬戸浩行さん 幌延町元町２９番地 

三好和夫さん 幌延町字問寒別１０９番地 

遠藤ひかりさん 幌延町宮園町１３番地６ 

同補充員には、 

宮古雅孝さん 幌延町栄町６番地７５ 

梶浦善一さん 幌延町３条北１丁目５番地 

多田弘之さん 幌延町宮園町９番地２ 

高木由香さん 幌延町字問寒別１００５番地１ 

以上であります。 

お諮りします。 

ただいま報告した８名の方を、幌延町選挙管理委員会委員及び同補充員の当選者と定め

ることに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、ただいま報告した８名の方は、幌延町選挙管理委員会委員及び同補充員に当選さ

れました。 

次に、補充員の順序についてお諮りします。 

補充の順序は、ただいま指名した順序にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、補充員の順序は、第１順位 宮古雅孝さん 第２順位 梶浦善一さん 第３順位 

多田弘之さん 第４順位 高木由香さんに決定しました。 

ここで１４時２０分まで休憩します。 

（１４時０９分 休  憩） 

（成田義弘代表監査委員退席） 

（１４時２０分 開  議） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

日程第７ 同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることに

ついて」の件を議題とします。 

同意第１号について、提案理由の説明を求めます。 

町  長 野々村   仁 君 

同意第１号「固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて」提案
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理由を申し上げます。 

現在、幌延町固定資産評価審査委員会委員である成田義弘氏につきましては、１２月２４

日をもって任期満了となりますので、引き続き成田氏を選任いたしたく、議会の同意を求め

るものです。 

成田氏の住所は、幌延町３条南１丁目１４番地、生年月日は昭和３１年１１月２７日であ

り満６７歳です。 

今回、固定資産評価審査委員として、議会の同意を求める任期は、令和５年１２月２５日

から令和８年１２月２４日までです。 

成田氏には、幌延町固定資産評価審査委員会委員を平成１７年１２月から６期１８年間

の長きにわたり、中立的な立場で御尽力いただいているところです。 

成田氏は、地域から信望も厚く、人格や識見に優れた方であり、これまで、蓄積された豊

富な知識や経験をもとに、固定資産評価に対する不服等を審査していただくには、適任と考

えておりますので、同意のほどお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております、同意第１号は、討論を省略し、原案のとおり同意するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり同意されました。 

ここで暫時休憩します。 

（成田義弘代表監査委員入場） 

休憩前に引き続き、会議を再開します。 

お諮りします。 

この際、日程第８議案第１号「町道の廃止について」及び日程第９議案第２号「町道の認

定について」の２件は関連がありますので、会議規則第３７条の規定により一括議題とした

いと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第１号及び議案第２号の２件を一括議題とします。 

議案第１号及び議案第２号について提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

議案第１号「町道の廃止について」及び議案第２号「町道の認定について」の提案理由を

御説明申し上げます。 
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本件につきましては、道路法第１０条第１項、及び同法第８条第２項の規定に基づき提案

するものであり、この度、議案第１号により廃止、議案第２号により認定しようとする路線

は、幌延１０号線及び北進７号線であります。 

幌延１０号線につきましては、国による排水路整備事業を行っておりますが、整備区間に

おいて活用されている日進橋の現況構造を鑑みて、施工しようとする排水路の断面が確保

できないことから、令和４年度に橋梁架け替え工事を実施しており、当該工事に伴う道路線

形の改良により、道路の総延長に変更が生じたことから、路線認定を変更しようとするもの

であります。 

総延長につきましては、１，９１０．４８メートルを０．６７メートル延伸し、１，９１

１．１５メートルとなります。なお、起点及び終点の変更はございません。 

次に北進７号線につきましては、こちらも過年度の国による水源施設管理用道路工事に

おいて、舗装改良を行った際に、一部道路線形を変更しており、総延長に変更が生じている

ことから、これを反映し、この度、路線認定を変更するものであります。 

総延長につきましては、４，９２０．６４メートルを２６．９メートル縮小し、４，８９

３．７４メートルとなります。本路線につきましては、起点の地番が分筆等の影響により、

字北進４５３番１地先から字北進４５３番６地先となります。なお、終点については字北進

５番地地先で変更ございません。 

以上、議案第１号「町道の廃止について」及び議案第２号「町道の認定について」の提案

理由といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております、議案第１号及び議案第２号の２件は、討論を省略し、原

案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りします。 

この際、日程第１０議案第３号「町長等の給与に関する条例及び幌延町議会議員の報酬及

び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、及び、日程第１１議案

第４号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、並びに日程第１

２議案第５号「幌延町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び幌延町パート

タイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例の制定について」の３件は、関連がありますので、会議規則第３７条の規定に基づき、一

括議題にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３号から議案第５号までの３件は、一括議題といたします。 

議案第３号から議案第５号までの提案理由の説明を求めます。 

総務企画課長 早 坂   敦 君 

ただいま、一括上程となりました議案第３号「町長等の給与に関する条例及び幌延町議会

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第４

号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第５号「幌延町

フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例及び幌延町パートタイム会計年度任用職

員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について」の提

案理由の説明を申し上げます。 

令和５年８月７日に国家公務員の給与に関して人事院勧告が行われ、政府は勧告どおり

給与関係法案を国会に提出し、１１月１４日成立され、同２４日に公布されたことから、本

町の関係条例の改正議案を上程するものであります。勧告の内容としましては、民間企業に

おける初任給の動向等を考慮し、大卒初任給で１万１千円、高卒初任給で１万２千円程度の

引上げ。また、若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させることを前提として改定し

ようとするもので、医療職給料表についても、行政職給料表との均衡を基本に改定すること

としております。 

期末勤勉手当については、民間の賞与の支給割合との均衡を図るため、支給月数を０．１

月引き上げ、年間支給月数を４．５０月とします。なお、支給月数の引き上げに関しては、

期末手当及び勤勉手当に０．０５月分ずつ均等に配分することとします。 

それでは、議案第３号から御説明しますので、お手元に配布の議案第３号資料の新旧対照

表を御覧願います。 

１ページ、改正条例の第１条は、「町長等の給与に関する条例」の一部改正の規定で、期

末手当の支給率を引き上げる規定となっており、第４条第２項中、期末手当の支給率「１０

０分の２２０」を「１００分の２３０」に改正するものです。 

次に、改正条例の第２条では翌年度以降の６月及び１２月の期末手当支給率「１００分の

２３０」を「１００分の２２５」に改正し、年間支給率を平準化しようとするものです。 

次に、２ページの改正条例の第３条及び第４条は「幌延町議会議員の報酬及び費用弁償等

に関する条例」の一部改正の規定で、「町長等の給与に関する条例の一部改正」と同様に期

末手当の支給率を引き上げる改正となります。 

次に、附則ですが、第１項では、この条例の施行期日を公布の日からとし、ただし書きで

第２条及び第４条の規定は令和６年４月１日から施行することを規定しています。第２項

では、改正後の手当については、令和５年１２月１日から適用することとし、第３項では、

改正前の規定に基づいて支給された給与等は、改正後の規定による給与等の内払とみなし、

今後その差額分を支給することとしています。  

続きまして、議案第４号ですが、お手元に配布の議案第４号資料の新旧対照表を御覧願い

ます。 
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１ページ、改正条例の第１条は「職員の給与に関する条例」の一部改正の規定で、第１９

条第２項では、期末手当の支給率を引き上げる規定となっており、一般職員の期末手当の支

給率「１００分の１２０」を「１００分の１２５」に改正するものです。また、第３項では、

再任用職員における期末手当分の支給率「１００分の６７．５」を「１００分の７０」に改

正するものです。第１９条の４第２項第１号では、勤勉手当の支給率を引き上げる規定とな

っており、一般職員の勤勉手当の支給率「１００分の１００」を「１００分の１０５」に改

正するものです。また、第２号では、再任用職員における勤勉手当の支給率「１００分の４

７．５」を「１００分の５０」に改正するものです。 

次に別表第１「行政職給料表」及び別表第２「医療職給料表」の改正については、民間給

与との格差を解消し、新規採用の初任給と若年層に重点を置き、それぞれの給料表を引き上

げる改正となります。詳しくは、議案の方を御参照いただきます。 

次に、２ページ中段の改正条例の第２条改正では、改正条例の第１条中、第１９条及び第

１９条の４第２項第１号に規定されております、翌年度以降の６月及び１２月の期末勤勉

手当の支給率を平準化する内容となっており、一般職員の期末手当は「１００分の１２５」

を「１００分の１２２．５」に、同勤勉手当は「１００分の１０５」を「１００分の１０２．

５」に改正、再任用職員における期末手当の支給率は「１００分の７０」を「１００分の６

８．７５」に、同勤勉手当は「１００分の５０」を「１００分の４８．７５」にそれぞれ改

正しようとするものです。 

次に附則ですが、第１条第１項では、この条例の施行期日を公布の日からとし、ただし書

きで第２条の規定は令和６年４月１日から施行することとしています。 

第２項では、人事院勧告における措置が令和５年度分の内容となっていることから、給料

表の改正については、令和５年４月１日に遡及して施行することとしています。 

第３項では、改正後の手当については、令和５年１２月１日から適用することとしていま

す。 

第２条では、第１条の規定により、遡及適用となる給料表の改正及び手当率の改正に伴い、

これまで支払い済みである給与等は内払いしていたものとみなし、今後その差額分を支給

することとしています。 

   第３条では、本改正条例の施行に関し、必要な事項を規則等へ委任することを規定してい

ます。 

続きまして、議案第５号ですが、お手元に配布の議案第５号資料の新旧対照表を御覧願い

ます。 

１ページ、改正条例の第１条は「幌延町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例」

の一部改正の規定で、別表第１「行政職給料表」及び別表第２「医療職給料表」の改正につ

いては、一般職と同様の理由により、それぞれの給料表を引き上げる改正となります。なお、

期末手当率については、一般職員の給与条例から引用することとなっておりますので、一般

職員が改正されればフルタイム会計年度任用職員も改正となります。 

   改正条例の第２条は、「幌延町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例」の一部改正の規定で、第８条第１項第２号では、期末手当の支給率を引
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き上げる規定となっており、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給率「１００分

の６７．５」を「１００分の７０」に改正するものです。 

次に、２ページの改正条例の第３条改正では、改正条例の第２条中、第８条第１項第２号

に規定されております、翌年度以降の６月及び１２月の期末手当の支給率を平準化する内

容となっており、パートタイム会計年度任用職員の期末手当は「１００分の７０」を「１０

０分の６８．７５」に改正しようとするものです。 

   次に附則ですが、第１項では、この条例の施行期日を公布の日からとし、ただし書きで第

３条の規定は令和６年４月１日から施行することとしています。 

第２項では、人事院勧告における措置が令和５年度分の内容となっていることから、フル

タイム会計年度任用職員の給料表の改正については、令和５年４月１日に遡及して施行す

ることとしています。 

第３項では、パートタイム会計年度任用職員の改正後の手当については、令和５年１２月

１日から適用することとしています。 

第４項では、第１条及び第２条の規定により、遡及適用となる給料表の改正及び手当率の

改正に伴い、これまで支払い済みである給与等は内払いしていたものとみなし、今後その差

額分を支給することとしています。 

 第５項では、本改正条例の施行に関し、必要な事項を規則等へ委任することを規定してい

ます。 

以上、議案第３号から議案第５号までの提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております、議案第３号から議案第５号の３件は、討論を省略し、原

案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１３、議案第６号「幌延町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て」の件を議題とします。 

議案第６号について提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 村 上 貴 紀 君 

議案第６号「幌延町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の提案理

由の説明を申し上げます。 

この度の改正につきましては、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、「全

世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法

律」が令和５年５月１９日に公布され、国民健康保険制度においても、出産被保険者に係る
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産前産後期間の国民健康保険税の免除規定が創設されたことに伴い、所要の改正を行うも

のです。 

それでは、お手元に配布しております新旧対照表も併せて御覧願います。 

第１３条第３項は、世帯に出産被保険者が属する場合、出産被保険者に係る所得割額及び

均等割額のうち、産前産後期間相当分を減額する規定を新たに加える改正です。第１４条の

３は、出産被保険者が世帯に属する場合の届出に関する規定を新たに加える改正です。 

次に附則でありますが、第１項は、施行期日に関する規程で、この条例は、令和６年１月

１日から施行することとしております。 

第２項は、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和６年１月以降の期間に係るもの及

び令和６年度以降の年度分の国民健康保険税について適用することとしております。 

以上、議案第６号「幌延町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」の

提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第６号は、討論を省略し、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１４、議案第７号「幌延町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定について」の件を議題とします。 

議案第７号について提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 村 上 貴 紀 君 

議案第７号「幌延町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」の提案理由の説明を申し上げます。 

この度の改正につきましては、デジタル社会の形成を図るための関係法律第４９条の規

定による電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正

規定が令和５年５月１１日に施行され、移動端末施設、いわゆるスマートフォンに、個人番

号カードの電子証明機能が搭載可能となりました。このことに伴い、国は、現行のコンビニ

エンスストアなど、民間事業者が設置する多機能端末機での個人番号カードを利用した証

明書の交付などと同様に、年内中に、個人番号カードの電子証明書を搭載したスマートフォ

ンなどを使用した申請書の交付などを可能とする対応を進めておりますので、法改正及び

その運用に対応するため所要の改正を行うものです。 

それでは、お手元に配付しております新旧対照表も併せて御覧願います。 

第１３条第２項の改正についてですが、コンビニエンスストアなどでの印鑑登録証明書
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の交付は、これまで、個人番号カードを使用した申請のみを可能としておりましたが、今後

は、個人番号カードの電子証明書を登載したスマートフォンなどを使用した申請も可能と

する改正です。 

次に、附則でありますが、この条例は公布の日から施行することとしております。 

以上、議案第７号「幌延町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第７号は、討論を省略し、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１５議案第８号「幌延町空家等対策協議会設置条例等の一部を改正する条例の制

定について」の件を議題とします。 

議案第８号について提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 村 上 貴 紀 君 

議案第８号「幌延町空家等対策協議会設置条例等の一部を改正する条例の制定について」

の提案理由の説明を申し上げます。 

この度の改正につきましては、「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する

法律」が本年６月１４日に交付されたことに伴うものであり、空家等所有者の責務の強化及

び特定空家化の未然防止、所有者不明時の代執行の費用徴収の円滑化などに関する法改正

に対応するため、所要の改正を行うものです。 

それでは、お手元に配布しております新旧対照表により御説明させていただきますので、

新旧対照表を御覧願います。なお、法改正に伴う引用条項の改正及び条項整理につきまして

は説明を省略させていただきます。 

始めに、第１条の「幌延町空家等対策協議会設置条例」の一部改正ですが、第３条は、協

議会における協議事項に、管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止

するための必要な措置の実施に関すること、及び、民法の規定による命令及び相続財産の清

算人の選任の請求に関することを追加する改正です。 

次に第２条の改正は「幌延町空家等の適切な管理に関する条例」の一部改正です。第４条

から第６条までは、町、所有者等、住民等、それぞれの責務について規定するもので、規定

順と字句の整備を行うほか、第５条の所有者等の責務に、国、自治体の施策に協力する努力

義務を追加する改正です。第１０条は、勧告などを円滑に行うため、空家等の状態把握等の

所有者への報告徴収権に関する規定を追加する改正です。第１１条は、空き家等の所有者等
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の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる者に、空家等に工作物を設置してい

る者を追加する改正です。第１３条から第１７条までを２条ずつ繰下げ第１５条から第１

９条とし、第１３条に、特別措置法第１３条の規定に基づく管理不全空家等の所有者等への

指導・勧告等に関する措置について、協議会での協議を経たうえで実施する旨の規定を追加

し、第１４条に、特別措置法第１４条第１項から第３項において定められている空き家等の

管理に関する民法の特例について、協議会での協議を経たうえで、必要な命令及び相続財産

の清算人の選任などの請求が実施できる旨の規定を追加する改正です。第１７条は、特別措

置法第２２条第９項及び第１０項に定められた代執行についての規定を整理し、第３項に

第２項で定める略式代執行に係る費用についても通常の代執行同様に確定判決無しで徴収

することができる旨を規定する改正です。 

次に第３条の改正は「幌延町空家等除却支援条例」の一部改正で、法改正に伴う引用条項

のずれを整理する改正です。 

次に附則でありますが、第１項は、施行期日に関する規程で、この条例は、公布の日から

施行することとしております。第２項は、改正前の略式代執行を行う際の公告に関する経過

措置について規定しております。 

以上、議案第８号「幌延町空家等対策協議会設置条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて」の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第８号は、討論を省略し、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１６議案第９号「令和５年度 幌延町一般会計補正予算」の件を議題とします。 

議案第９号について提案理由の説明を求めます。 

総務企画課長 早 坂   敦 君 

議案第９号「令和５年度 幌延町一般会計補正予算（第６号）」について、提案理由の説

明を申し上げます。 

今回の補正予算につきましては、町内各小中学校換気対策空調設備整備事業の新規計上、

次年度以降の公共施設冷房設置及び各公共施設の整備補修等に向けた財源確保のための公

共施設等整備基金の増、こざくら荘改修工事の入札不調に伴うこざくら荘支援事業の減、職

員の人事異動及び人事院勧告に伴う人件費の精査。それ以外のものについては、今年度実施

している各事業の決算見込みの精査による補正が主なものです。 

１ページをお開きください。 
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第１条第１項「歳入歳出予算の補正」につきましては、既定の歳入歳出予算からそれぞれ

１億５，４９０万円を減額し、歳入歳出それぞれの予算総額を５４億８，７９０万１千円に

しようとするものです。第２項第１表「歳入歳出予算補正」の主な内容について説明いたし

ます。 

２ページをお開きください。 

始めに歳入ですが、１款「町税」１，８５０万２千円の増、１３款「使用料及び手数料」

４７３万６千円の減、１４款「国庫支出金」３，０３３万３千円の増、１５款「道支出金」

７３６万１千円の減、１７款「寄附金」１７４万８千円の増、１８款「繰入金」１億１，０

７１万８千円の減、２０款「諸収入」１９９万７千円の減、２１款「町債」８，０４０万円

の減などで歳入合計１億５，４９０万円の減額補正です。 

次に３ページの歳出ですが、１款「議会費」１０６万７千円の減、２款「総務費」５，４

９３万５千円の増、３款「民生費」６，７０２万１千円の減、４款「衛生費」２，５１７万

１千円の減、６款「農林水産業費」２，４０７万５千円の減、７款「商工費」４９３万８千

円の増、８款「土木費」８，２７１万３千円の減、９款「消防費」１，７８３万６千円の減、

１０款「教育費」７０万４千円の増、１２款「公債費」２４０万６千円の増で歳出合計１億

５，４９０万円の減額補正です。 

第２条 繰越明許費ですが、４ページをお開きください。 

第２表「繰越明許費」については、戸籍附票システム、コンビニ交付システム及び住基台

帳システム等の改修事業に関し、国庫補助金の財源確保のため今回補正予算計上させてい

ただきましたが、補修事業実施は令和６年度になることが確定しているため、令和６年度に

繰り越して使用することができる経費として、２款３項「社会保障・税番号制度システム整

備事業」７０６万８千円です。 

   第３条「債務負担行為」ですが、６ページをお開きください。  

第３表「債務負担行為」については、大家畜経営の体質強化と安定的発展を目的とした大

家畜特別支援資金の借入金に係る利子補給で、令和５年度大家畜特別支援対策事業利子補

給、期間が令和６年度から令和３０年度まで、限度額は１２１万１千円です。 

第４条「地方債」の補正ですが、８ページをお開きください。  

第４表「地方債補正」については、事業費の精査等によるもので、既定の地方債限度額の

合計９億７，９００万円を８億９，８６０万円に補正するものです。地方債の限度額を補正

する主なものは、簡易水道施設改修事業３，８００万円を２，６４０万円に、町道元町１号

線道路改良事業１，１９０万円を８５０万円に、下水道施設改修事業８，７２０万円を４，

０８０万円に、小型動力ポンプ付積載車整備事業２，４００万円を８５０万円に補正しよう

とするものです。 

以下、歳出、歳入の順で補正予算の主な内容について説明いたします。 

始めに歳出ですが、各科目に計上しています、職員の人件費については、採用や退職、人

事異動等による人件費の精査による補正となっており、共通した内容となっておりますの

で、説明は割愛させていただきます。 

それでは３８ページをお開きください。 
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２款１項２目「自治振興費」の集落支援活動運営事業では、新たな活動拠点取得のための

公有財産購入費として、項目は次のページになりますが、土地購入費４１万円及び建物購入

費２７万１千円の新規計上です。４２ページをお開きください。２款１項１２目「諸費」の

基金管理事業では、今後の地域振興対策に要する経費の財源として、ふるさと創生基金１０

７万６千円の増、翌年度以降の公共施設等の補修、主に公共施設の冷房設置に向けた財源確

保のために要する経費の財源として、公共施設等整備基金９，６７５万８千円の増です。４

４ページをお開きください。２款３項１目「戸籍住民基本台帳費」の社会保障・税番号制度

システム整備事業では、住民票等における表記方法の変更に対し、各種システムを改修する

必要があるため、社会保障・税番号制度システム整備事業７０６万８千円の新規計上です。

なお、本事業のシステム改修事業３件は、先ほど説明させていただきましたが、事業実施が

令和６年度になることから、繰越明許費の設定をしています。４８ページをお開きください。

３款１項１目「社会福祉総務費」の社会福祉管理費では、決算見込みの精査により、幌延町

社会福祉協議会への補助金４６８万４千円の減、また次ページになりますが、国民健康保険

診療所特別会計繰出金では、国民健康保険診療所特別会計の決算見込みの精査により繰出

金６６５万９千円の減、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への支援枠の拡大措置とし

て、一世帯当たり７万円の臨時特別給付金を追加給付するための所要額として、住民税非課

税世帯等臨時特別給付金事業２，４８１万６千円の増です。３款１項３目「老人福祉費」の

こざくら荘支援事業では、こざくら荘改修事業の入札不調に伴う精査により、補助金７，０

４６万４千円の減です。５６ページをお開きください。４款１項２目「予防費」では、新型

コロナウイルスワクチン接種件数の決算見込みの精査により、新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業３２０万円の減です。５８ページをお開きください。４款３項１目「簡易水道費」

では、簡易水道事業会計の建設改良工事の決算見込みの精査により、補助金１，９２１万７

千円の減です。６０ページをお開きください。６款１項８目「辺地整備事業費」では、上問

寒浄水場及び中問寒配水池に係る電気使用量の増などにより、農業用水道管理費１３２万

４千円の増です。６４ページをお開きください。７款１項２目「観光費」のトナカイ観光牧

場管理委託事業では、株式会社トナカイ観光牧場が、トナカイの飼育員を新たに雇用したこ

とに伴う人件費相当分として、委託料１７６万円の増です。６６ページをお開きください。

８款２項１目「道路維持費」の道路維持管理費では、道路横断管修繕料などの決算見込みの

精査により、道路維持管理費８１６万５千円の減です。６８ページをお開きください。８款

２項２目「道路新設改良費」及び同３目「橋梁維持費」では、それぞれ事業完了に伴う執行

残の精査により、「道路新設改良費」で４４７万７千円の減、「橋梁維持管理費」で４７２

万９千円の減となっています。８款３項２目「下水道費」では、下水道事業会計の建設工事

が一部入札不調になったこと等の決算見込みの精査により、補助金５，１２６万４千円の減

です。７０ページをお開きください。９款１項１目「常備消防費」では、北留萌消防組合に

おいて単年で購入予定だった小型動力ポンプ付積載車の整備が、２年での整備に変わった

ことなどにより、北留萌消防組合負担金１，７８３万６千円の減です。７４ページをお開き

ください。１０款２項１目「小学校費」における「学校管理費」と 同３項１目「中学校費」

における「学校管理費」にそれぞれ計上しております学校換気対策空調機器整備事業では、
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各学校における感染症予防対策及び熱中症対策の一環として、換気機能付きの簡易型クー

ラーを購入することとし、その経費として、小学校で４６６万３千円、中学校で３１０万４

千円の新規計上です。なお、購入台数の内訳は、幌延小学校が１９台、問寒別小学校が１１

台、幌延中学校が１３台、問寒別中学校が７台となっています。 

次に歳入ですが、２６ページにお戻りください。 

１款１項１目「個人町民税」では、給与所得が当初見込みを上回ったことにより、個人町

民税５００万８千円の増です。同２目「法人税割」では、当初予算を大幅に上回る法人税割

の申告があったことから、法人税割１，０１２万８千円の増です。１款２項１目「固定資産

税」では、償却資産が当初見込みを上回ったことにより、固定資産税２８０万７千円の増で

す。２８ページをお開きください。１４款２項１目「総務費国庫補助金」では、２款で説明

しました社会保障・税番号制度システム整備事業の財源として、社会保障・税番号制度シス

テム整備事業７０６万８千円の新規計上です。同じく２目「民生費国庫補助金」では、幌延

町民臨時生活支援事業の財源として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

２，４８１万６千円の増です。同じく５目「教育費国庫補助金」では、各学校換気対策空調

機器整備事業の一部財源として、学校保健特別対策事業費１３８万円の新規計上です。３０

ページをお開きください。１５款２項４目「農林水産業費道補助金」では、豊かな森づくり

推進事業の事業精査により６８５万３千円の減です。３２ページをお開きください。１８款

「繰入金」では、基金を充当している各事業の決算見込みの精査等により、「財政調整基金

繰入金」１億１４１万８千円の減、「公共施設等整備基金繰入金」１，０３０万円の減、「地

域公共交通活性化基金繰入金」１００万円の増です。最後に３４ページ、２１款「町債」に

つきましては、第４条「地方債の補正」で説明していますので省略いたします。 

以上、議案第９号の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行いますが、質疑の方法は、歳出一括、歳入一括、総括の順序で行いたい

ち思います。 

これに、御異議ありませんか。 

（「意義なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、歳出一括の質疑を行います。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

初めに４１ページの無人駅維持管理業務。この無人駅っていうのは、どこの駅なのか。管

理する内容は、どういうものか伺います。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

休憩します。 

（１５時０２分 休  憩） 

（１５時０４分 開  議） 

休憩を解いて会議を再開いたします。 

住民生活課長補佐 山 下 智 昭 君 
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こちらの公共対策管理費の無人駅維持管理業務でございますけれども、幌延町で管理す

ることになっております五つの無人駅に関しまして、当初ここの除雪業務を担っておられ

る除雪スタッフの方の経費を報酬で支払う予定で計上しておりましたけれども、こちらの

雇用形態を見直しまして、委託ということで計上しているものでございます。 

無人駅に関しましては、北から下沼駅、南幌延駅と糠南駅と問寒別駅でございます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

今の説明では幌延町が管理するんだっていう答弁だったんですけど、今後とも駅舎って

いうのはどこの所有者なんですか。 

住民生活課長補佐 山 下 智 昭 君 

こちらの駅舎に関しましては、ＪＲ北海道の所有物ですけれども、そちらの方を管理運営

するというのが幌延町の方で担っております。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

担っているというのは、契約か何か交わして幌延町が移管されたのか。その経費が何で幌

延町が持っているのかというのが私の疑問の質問なんですよ。 

住民生活課長補佐 山 下 智 昭 君 

こちらは、ＪＲ北海道と幌延町の間で、無人駅の維持管理に関する協定を締結しておりま

して、幌延町の方で経費ですとか、作業等を負担するということで、無人駅を残していこう

という観点のもと、協定に基づいて受けている業務でございます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

無人駅ですよね。これ年間に利用者、さっき言った五か所ですか。これ、利用者はどのぐ

らいいてね、幌延町が何で管理していかなきゃならないのかっちゅうのは、私、ちょっと、

どこか矛先が違うんじゃないかって気がするんだよね。 

昔はね、交通機関としてＪＲがあって、利用者も沢山いたかもしらんですけど、今、町長

も名寄以北ですか、その協議会みたいなの入って、将来の宗谷線をどうするかという議論し

ているとは思うんですけど、私、１町民としてたらね、無人駅まで幌延町が管理する必要が

あるのかって気がするんだよね。まあ、ＪＲに対して申し訳ないんですけど、風吹けば休む、

雨降ったら休む、雪降ったら休む、そんなＪＲなんか私は要らないと思う。と僕は個人的に

はそう思ってます。そういうとこにね、町が何で協力、管理費まで出して、町民の税金を使

ってですね管理する必要があるんですか町長。 

町  長 野々村   仁 君 

この案が出たのは、大分、早い話でありまして、ずっとＪＲが負担をして、いつか移管し

たいということで、だんだん迫ってきたというところで、ＪＲも赤字の解消ができないとい

うことと、この協議会を作っている町として、宗谷本線を残そうということで、形態として、

維持管理に関して、各町村で負担をするということの下からこの負担金をお支払いすると

いうこととなってございます。要らなくなったら言ったらおかしいけど、老朽化して使えな

くなったりということをどんどん廃線をしていきましたけども、我が町としては、ここには

今までも特定なマニアではありますが、幌延を訪れていただきながら、きちんと、観光の意

味もなして、少しは、交流人口としての見込みがあるということで、今までもずっとやって
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まいりました。 

今後、どのような形でＪＲが残るか、また、残らないかも含めてですけども、協議はずっ

とこの後も続きますけども、取りあえず、今のローカル線が乗っている方々にとっては、マ

ニアの観光の方々がそこで降りたり、そこでイベントを開いたりということの開催を、幌延

でしていただいているということ自体も含めて、今まで観光に、少しは、趣を置いた形で経

費の算出をしているというところです。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

深澤議員これ以上は総括でやっていただいていいですか。 

（深澤議員「分かりました。」） 

よろしくお願いします。 

ほかにございますか。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

６５ページのトナカイ観光牧場管理委託業務の委託料が増ということで、新しいといい

ますか、追加の委託先はどこになるのかお尋ねします。 

それと２点目に、７５ページ小学校中学校の空調関係整備事業なんですけど、これは、児

童生徒のいる教室だけなんですか。それとも職員室とか保健室、校長室とかそういうところ

はどういうふうになって。 

教 育 長 青 木 順 一 君 

内訳というかですね、子供を中心に考えておりますけども、一応、保健室、それと特別支

援教室、普通教室とあと先生方も暑いだろうということで職員室２台ということで、各教室

２台ということで考えております。 

ただ、簡易型のクーラーということで、移動式のクーラーですので、会議があれば、そち

らに置いてとか移動しながら、効率良く使っていきたいと考えております。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

トナカイ観光牧場の委託業務の御質問ですけれども、こちらの委託先は、指定管理してお

ります幌延町トナカイ観光牧場へお支払いする委託料を、今回、先ほど申し上げたトナカイ

観光牧場の社員として、飼育員を雇用しましたので、その分を増額し委託料を増やすという

ものでございます。 

 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

５１ページのこざくら荘施設整備支援事業、これ前回の委員会か何かで、今も多分説明あ

って不調に終わったという話で来年度に持ち越ししたということなんですけど、来年度は

同じ業者に指名して行うのか。今回の予定価格をどう変化させさせるのか、その２点伺いた

いと思います。 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

お答えいたします。 
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まず、今回令和５年度を行いましたこざくら荘の施設整備につきましては、起工時期か遅

かったということで、人材不足による入札辞退というようなものが、ほぼほぼ各社の理由で

あったというふうに聞いております。それにつきましては、発注時期を早くして、また改め

てこざくら荘のほうから、産業建設課に指名業者の問合せが行くのかなと思いますけれど

も、そこでまた、どのような会社を指名するかということになってくるかと思います。 

また、改良事業の予算、設計の金額になってくるかと思うんですけれども、今、単価等も

上がっておりまして、今回、令和５年度に設計していただいたコンサルさんに、建築の方は、

１２月並びに３月ぐらいにも単価のほうが上がりますんで、新単価を用いた形での新たな

設計を組んでもらうというようなことで、今考えておりますけれども、今現在、令和６年度

の当初設計の時期ですので、その上昇率等を踏まえた形での概算ではありますが、設計額が

こざくらの方から上がってきている状況です。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

おおよその説明は理解をしたんですけど、予定価格は、まだ決まってないということで、

業者選定、今回の辞退した段階で、今人材不足とか、いろんなことの申し述べてくれてるん

だけど、次回、もしか同じ業者が指名に上がったときに、今回辞退した結果がペナルティー

として、付くのか付かないのか、その辺いかがでしょう。 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

ちょっと繰り返しの部分も出てくるかと思うんですけれども、発注時期が遅かったって

いうのが、多分、一つの要因ではないかなと僕は思います。それと指名に関しましては、あ

る程度、大きな工事にはなってくるとは思うので、令和５年度に指名させていただいた業者

さんと重複するのか、その辺は、こざくらの方で、協議会等の中で指名業者を決定してくる

のかと思うんですけれども、町として、私も前任で建設課の方にいたので、そのときには、

６、７社程度、こざくらさんの方には、ここの会社はどうでしょうか、うちに指名が来てま

すよということで、御紹介はさせていただいておりますので、その中から指名する５社なの

か、その辺もこざくらの方で決めるとは思うんですけれども、いずれにしても、発注時期が

遅かったということで人材不足という理由で、そこに代理人等を置けないというようなこ

とが理由でしたので、その理由としては、早期発注するのであれば、その理由であれば早期

発注するをするというふうに考えたときには、同じ業者さんを指名しても問題はないのか

なというふうに僕個人的には思ってます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

今の話は分かりました。 

次に６３ページの豊かな森づくり推進事業の補助金なんですけど、これ、どのような事業

で、１，１００万円ほど減額された理由。 

産業建設課長補佐 伊 山 英 貴 君 

豊かな森づくり推進事業につきましては、今年度当初、２所で２５ヘクタールほど更新伐

を予定しておりました。ただ、今年の４月に、森林環境保全整備事業実施要領、こちらの方

が改正をされ、予定していた事業の実施ができなかったため減額となっております。 

更新伐っていう部分が、この事業の肝となっておりまして、こちらを行う林分については、
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伐採後に、広葉樹を植栽するということが定められており、この広葉樹については、道北の

気象条件、また、生育環境に適合しにくい、また、食害を受けやすい、成長するまでに時間

を要する、また、広葉樹の苗木を生産している種苗会社が少なく、苗木の確保も困難である

ということで、様々な要因を勘案して、この森林の循環利用に適さないことから、この事業

の実施を見合せたということになっております。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

次年度は、やる計画っていう認識でいいんですか。 

産業建設課長補佐 伊 山 英 貴 君 

この要領自体が、広葉樹ということがもう明確に示されているので、この事業においては、

事業の実施は難しいと思います。ただ、今後、森林環境譲与税、こちらを使って、この更新

伐という事業を加えることは可能なのかなというふうには思っております。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

やるのかやらないのか。今後やるのかやらないのか、説明して。 

産業建設課長補 伊 山 英 貴 君 

ここへ、次年度、やるかやらないかということなんですが、こちら、今現在、新年度予算

の方を策定しております。その中で、森林環境譲与税の事業も、ある程度、メニュー化を図

っていかなきゃいけないということで、現在精査をしているとこなので、もちろんこの更新

伐というものも、そのメニューの中には、入ってくるかなというふうには考えております。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

５  番 植 村   敦 君 

４１ページの集落支援の事業の中で、先ほど説明あったんですけれども、ちょっと聞き逃

したんでもう１回お願いします。新規で、土地の購入費と建物購入費４１万と２７万１千円

と新規で上がっています。これは何を目的に土地を購入して、何を目的に建物を購入したの

かお聞きします。 

住民生活課長補佐 山 下 智 昭 君 

問寒別地区におきまして、地域づくりビジョンを策定しまして、これを推進していくと 

いう過程の一環で、問寒別地区にあります空家、これを活用していくことができないだろう

かという検討を進めておりまして、そのための空家の取得、その土地を取得いたしまして、

地域の活動の拠点を作っていくという意味での購入費でございます。 

５  番 植 村   敦 君 

公金で空家と土地も購入するということですけども、どこの家なのか名称は言えないん

でしょうか。 

住民生活課長補佐 山 下 智 昭 君 

こちらの土地と建物の現在の所有者でございますけれども、土地に関しましては、幌延町

農協様となっておりまして、その上屋が北海道農業共済組合さん、農済でございます。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 
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（「ありません」の声あり） 

これにて歳出一括の質疑を終わります。 

これより歳入一括の質疑を行います。 

歳入、ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて歳入一括の質疑を終わります。 

これより総括の質疑を行います。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

先ほど議長の方から、総括でやれという指摘がございましたんで、もう一度、先ほどの無

人駅の話で戻したいと思います。これ、無人駅無くなるまで、継続して、事業続いていくん

ですか。 

町  長 野々村   仁 君 

無くなるまでというか、今のこの現状をＪＲの様子を見ながら、各町村もそうですけども、

どのように取り扱うかということ自体は、今、各自治体で検討中でもございますが、わが町

にとっても、今後どのようにこれをしていくか、また、どういう形でＪＲが、この本線残る

かということがやっぱり肝だと私自身は考えてます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

これちょっと話別なんですけど、先ほどの答弁の中で、観光事業という話も出てきました

よね。実際に、無人駅、前にも秘境駅うんぬんって話もあったけど、町の経済として、どの

くらいの経済効果があるかっていう試算をしたことはございますか。 

町  長 野々村   仁 君 

正式に試算という形では取っていませんけども、宿泊者が幌延の町で、冬の間でも、閑散

期に泊まっていただいてるという事例もございますし、それに魅力を感じて問寒別に若い

青年が「ウタラ」という民宿を開いてくれたり、問寒別にメモトックさんが秘境駅のグッズ

とか、いろんな形で参加してみたいということで会社を設立して、事務所を構えていただい

ているという実績がございます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

町長の答弁では、もう具体的な数字は読めないということですよね。 

私も、何名かは、冬の時期だとかクリスマスとかに来ているという話は聞いているけど、

町民の税金を投入してですよ、経済がじゃぶじゃぶ潤うような観光客じゃないですよ町長。

それと、今、秘境駅って言っているのは、秘境駅じゃないですよあれ。先ほど言ってる無人

駅でしょう。昔は、学生たちが通学で、乗降客が何名かはいたけど、今その集落が無くなっ

て、乗降者がいないから、無人駅になったんでしょう、そんなの秘境駅っていいますか、町

長どうですか。 

町  長 野々村   仁 君 

秘境駅と呼びます。全国的にも、秘境駅ランキングにも入ってます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

町長が秘境駅って言うんのであれば、そうだろうなって、秘境駅で異議ないんですけど、
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ちなみに、この秘境駅のイベントやったときに、地元の業者さんが手作りで物を販売したと

きに、物品を作ったときに、手数料をＪＲに取られてるっていう話を町長聞いたことありま

すか。片や民間のＪＲですよ。当然、営利を目的とするのは分かるけど、今言ってる町が支

援してやってだよ、町民こぞって支援してやって、手数料を取るような業者ですよ町長、そ

れに町が加担して応援するんですか。いかがですか。 

町  長 野々村   仁 君 

確かに、それぞれのグッズを使っても、ＪＲ関連のもの自体では、確かに今言われてるよ

うなことが、起きているということは、もう間違いないと思っています。 

ただ、そういう、にぎわい創出の一つとして、最初に設立をして、今まで行動してきたと

いうことだけは間違いございませんし、それだけの動きとそれだけの移住者が来ていると

いう実績もございますから、それが金に合うか合わないかっていうのは、ちょっと、話は違

うかもしれませんけども、そういうところの発端が少しでも、先ほどいろんな議論をしまし

たけども、いろんなＰＲの中の一つのきっかけとして、移住して事務所を構えたり民宿をし

てくれたりという人たちも、中にはいるということの一因ですから、全部が否定をするもの

ではないかと私自身は考えてます。 

３  番 深 澤 博 幸 君 

最後に、これもう言いません。 

今の手数料の話、町長の口から地元が一生懸命汗かいているんですよ。 

せめて、手数料は取らないでくださいよの要望してくださいよ。ぜひお願いします。 

５  番 植 村   敦 君 

この駅に関して、先ほど担当の方の答弁ですと、５駅の除雪費ということを言われました。

ただ、名前をあげたのが４駅でしたね。雄信内駅が抜けているんですけども、どうなんでし

ょうか。 

住民生活課長補佐 山 下 智 昭 君 

申し訳ございませんでした。幌延町として協定を結んで受託しているのは、５駅で雄信内

駅も入ってるんですけれども、雄信内駅は、全体として委託をして、宿直していただいてい

る駅ですので、町で雇用して、それぞれの駅を除雪していただいたのが４駅ということにな

ります。 

 

５  番 植 村   敦 君 

はい、分かりました。以前も、あそこは作業員の休憩場所に使われてるんだっていう話聞

いたんで、同じく、町が除雪費を負担しているということであれば、ちょっと変だなという

ふうに思ったんで、今説明聞いて分かりました。 

それと併せて、南上幌駅の廃止うんぬんという話がありました。何とか、もう少し持つん

だということみたいだったんですけども、近い将来は、恐らく、大がかりな補修をしなきゃ

ならないということで住民の意向を聞きながら、廃駅にできればしたいというような説明

があったと思うんですけども、その後の経過はどのようになってるかお聞きします 

総務企画課長補佐 梶   淳 君 
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はい、お答えいたします。 

地域の方々の意見をお聞きするということで、常任委員会のときに御説明していたんで

すけども、まだ動けておりませんので、早めに動いていきたいと思っております。 

すいませんよろしくお願いします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

まず無人駅の話なんですけど、やはり五つ駅があって、一つは、私の出身地である問寒別

にも駅がある。地元の人にとっては、なかなか不便だけども、それしか交通機関がなくて、

その駅を利用して、病院に行く、買物に行くという手段、それしかない手段ですから、やは

り、町としては、町民サービス、問寒別地区のために、駅は維持してもらえるように努力し

てほしい。そして、問寒別地区の方々も、例えば、今年１２月２３、２４だったかに、例年

やっているクリスマスの集いがあります。今年は７０人ぐらい来るんじゃないかと言われ

て、そんなに一遍に来られても、幌延町には泊まる所がないから、先週１週間早めて、当日

２３日、２４日に来れない人は、１週間早めに来てくださいっていうことで、何人もの方が

来ている。 

来れば泊まる。問寒別に来れば、ジュース１本でも売れる。そして何よりも楽しみにして

いるのは、地域の方々が、できる限りのおもてなしをして、せっかく、仕事を休んで、本州

方面から汽車乗り継いで来てくれるわけですから、そういう方たちと１年ぶりの交流を楽

しみにしている。また、来る人も楽しみにしている。やはり問寒別地区に住んでいる方々、

または下沼、南上幌でも、雄信内でも、そこの方々との交流を楽しみにして、またそれを１

年ごとの励みにしている大事な駅ですので、町はできる限り、お力添えをいただいて、残す

ように努力してほしいなというふうに思っています。 

これがいつまで続くかっていうことは、これも、来年はもう、宗谷本線二つの駅が無人駅

になるよというふうにＪＲでは言ってますが、これがだんだん、幌延の方に、そして抜海駅

の方に来るのかなとは思っていますが、今はできる限りですね、１日でも長く駅を残しても

らうために地元の人も努力していますから、それに、ぜひ町はお力添えをいただきたいなと

思っています。 

あと、それから、地域おこし協力隊のトナカイの委託なんですけども、観光牧場には、今

現在地域おこし協力隊で男性の方が一人いたし、昨年の今頃は、女性の隊員が二人がいたけ

ども、委託したらその方たち二人の隊員は、どういうふうな扱いになるのかをまずお伺いし

たい。 

２点目に空調設備ですね。全部足すと６０台ぐらいになるのかなと思っていますけど、こ

の空調設備購入の仕方は、どういうふうにするのかお伺いしたいと思います。 

３点目は、健康管理システム改修業務です。これ、システム改修するんだから、国から補

助金が入ってくるのではないでしょうか。入ってこないんですか。以上です。 

町  長 野々村   仁 君 

はいありがとうございます。 
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まだこの先、ＪＲの関係については、今、協議会の方とも、裏の方で、表じゃないだけで、

裏の話をしているところでもありますけれども、最終的に決断をしなければならないって

いうのが、普通列車が廃止となるかならないかなんだと私は思っています。 

私も深澤さんが先ほど言われたとおり、止まらない駅、観光に来るとかマニアであっても、

そこに降りられないということの目的が達成できない時に、本当にそこは秘境駅と言える

かということは私自身もそのように感じていますので、そこら辺までは、きちっと、維持管

理をしながら、ＪＲに残してほしいと強く要望していきたいなという気はしていますけど

も、今、ＪＲの大きな波が、どの時期に来るかっていうのは、未だ、ちょっと、皆目見当が

つかない。 

ただ、今年度、実証実験をバスで、本町から稚内に向けて、通学生を送ったということが、

大変好評であるということも含めて、内密の話、いろんなＪＲの方としても、いやしたらそ

れに支援しようかとか何とかっていう話もあるとかっていううわさは聞いていますけども、

それを、また、しっかりと受けるっていうことによれば、ローカル列車は要らないというこ

とを言ったと同じになるという、大変難しいところに来てるなという気がします。 

実際問題、そういう判断ができるまで、もう少しお時間をいただければと思っています。

頑張ります。 

教育次長 伊 藤 一 男 君 

議員の換気の関係の御質問ですが、こちらの方換気機能付きのスポットクーラーという

ことで移動可能なスポットクーラーを、備品で購入しようとしております。町内業者さん中

心に、扱えるところを選定しまして、見積り合わせをしながら、購入していければというふ

うに思っております。ただ、いろんな学校で導入が予定されいてますので、今年度内に購入

できるような形で持っていければと考えております。 

産業建設課長補佐 伊 山 英 貴 君 

御質問にお答えをいたします。 

協力隊員の関係のお話なんですが、年度当初、トナカイの飼育ということで、トナカイに

関して、男性１名女性１名ということで、着任をされて、実際に活動されておりましたが、

５月に１名の方が退職をされております。また、もう１名の方も今年の９月に３年間の任期

を満了され、本来であれば、コロナの特例ということで延長も可能だったんですが、その方

は、引き続き幌延町に残って、かつ、そのお仕事についても、これまで続けてきたトナカイ

の飼育に携わりたいという申出、面談等々を繰り返しながら、お話をいただいております。 

なので、卒業された後の新たな活動の場ということでトナカイ観光牧場、先ほど、委託料

の方が上がってたと思うんですが、その方の人件費ということで御理解いただければと思

います。 

保健福祉課包括支援係長 清 水 和 也 君 

私の方から、健康カルテシステムの方、お答えしたいと思います。 

こちらの改修経費については、コロナ関係ということになりますので、１０分の１０の補

助が出るということになります。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 
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それごめんなさい。どこに入っているんですか。 

保健福祉課包括支援係長 清 水 和 也 君 

補助金の経費なんですけども、２９ページになります。 

２９ページのコロナウイルスワクチン接種体制確保事業１０万１千円増こちらの方が、

システム改修の部分の経費の方が、当初予定していた別な改修が予算計上していた金額よ

りも減額になったりですとか、そういう関係がありますので、補正は２５万３千円という形

になってるんですけども、歳入の方では、少し金額の方が下がって計上されています。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

分かりました。 

地域おこし協力隊がまた残って継続してやってくれることは喜ばしいことなんですけど

も、当初の予算審査のときに私言ったんですけど、トナカイ観光牧場、花壇の看板を新しく

しないと駄目だということが、未だにならないのは、これは何か訳があるんですか。 

産業建設課長補佐 伊 山 英 貴 君 

お答えいたします。 

恐らく、青いケシの説明の看板のことだと思うんですが、こちらについて、次年度に直る

ということで、町の補修計画の方にも上げさせていただいておりますので、令和６年度でそ

ちらは直ることになります。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

（「ありません。」の声あり） 

これにて総括の質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第９号は、討論を省略し、原案のとおり決定すること

に御異議ありませんか。 

（「異議なし。」の声あり） 

 

異議なしと認めます。 

よって本案は原案のとおり可決されました。 

ここで、１５時５５分まで休憩します。 

（１５時４１分 休  憩） 

（１５時５５分 開  議） 

   休憩前に引き続き、会議を再開します。 

日程第１７議案第１０号「令和５年度 幌延町国民健康保険特別会計補正予算」の件を議

題とします。 

議案第１０号について提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 村 上 貴 紀 君 

議案第１０号「令和５年度 幌延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について 

提案理由の説明を申し上げます。 



- 61 - 

この度の補正の主な要因は、歳入では、国民健康保険税の年度途中精査による調整、北海

道補助金のうち保険給付費等と同額交付される普通交付金額の確定に伴う調整などで、歳

出では、人事異動に伴う人件費の調整、高額療養費の１件当たりの給付額が当初の予定を上

回る見込みであることによる療養費の調整、特定健康診査の受診者数確定に伴う事業費の

調整などによるものです。 

それでは、１ページをお開きください。 

第１条第１項「歳入歳出予算」の総額は、歳入歳出それぞれ既定の予算総額に９７２万５

千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ３億６，３８０万２千円にしようとするも

のです。第２項の「歳入歳出予算の補正」の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書によ

り、その概要を御説明いたします。 

１６ページをお開きください。 

始めに歳出ですが、１款１項１目「一般管理費」では、人事異動に伴い、給料で４７万１

千円の増、職員手当で９万４千円の減、共済費で９万７千円の増、合わせて４７万４千円の

増額、２款１項３目「一般被保険者高額療養費」では、今年度１０月末までの給付費実績か

ら決算見込額を精査した結果、１，０００万円の増額、２款４項１目「葬祭費」につきまし

ても、これまでの給付実績に基づく件数の精査により９万円の増額です。 

１８ページをお開きください。 

５款１項１目「特定健康診査等事業費」では、健診受診者の確定により、委託料９８万７

千円の減額、６款１項１目「償還金」では、過年度分保険給付費等交付金の精算により、返

還金１４万８千円の増額です。 

次に歳入でありますが、１４ページをお開きください。 

１款１項１目「一般被保険者国民健康保険税」では、被保険者数の減少などにより、医療

給付費分で１９７万８千円の減、後期高齢者支援金分で７８万５千円の減、介護納付金分で

８９万１千円の減、合わせて３６５万４千円の減額です。３款１項１目「保険給付費等交付

金」では、保険給付費を補填する普通交付金で、歳出２款保険給付費と同額の１，００９万

円の増、特定健康診査等負担金で１万９千円の減、合わせて１，００７万１千円の増額です。

５款１項１目「一般会計繰入金」では、決算見込額により精査の結果、保険基盤安定等繰入

金で５５万２千円の増、その他一般会計繰入金で４７万円の減、合わせて８万２千円の増額

です。５款２項１目「基金繰入金」では、この度の補正による財源不足に伴い３２６万６千

円の増額です。７款２項１目「雑入」は、特定健康診査受診者数の確定に伴い、一部負担金

精査により４万円の減額です。 

以上、議案第１０号「令和５年度 幌延町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」の

提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



- 62 - 

異議なしと認めます。 

これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１０号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１８議案第１１号「令和５年度 幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算」の

件を議題とします。 

議案第１１号について提案理由の説明を求めます。 

国保診療所事務長 古 草   勝 君 

議案第１１号「令和５年度 幌延町国民健康保険診所特別会計補正予算（第４号）」の提

案理由の説明を申し上げます。 

この度の補正の主な要因は、看護師等の未採用期間の精査、及び、人事院勧告に伴う給与

改定など人件費の精査、出張医の依頼回数精査に伴う報酬、費用弁償の増、旭川医科大学開

学５０周年記念基金、及び、医学教育の充実発展に資する脳神経外科学講座への寄附に係る

歳出予算を調整するものです。 

１ページをお開きください。 

第１条第１項「歳入歳出予算の補正」については、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ９４５万３千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億１，１６４万７千

円にしようとするものです。第２項「歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの金額」は第１

表により御説明いたします。 

２ページをお開きください。 

歳入については、１款「使用料及び手数料」で２万２千円の増、３款「繰入金」で６６５

万９千円の減、５款「諸収入」で２８１万６千円の減で、歳入合計は９４５万３千円の減額

補正です。 

続きまして、３ページの歳出については、１款「診療所費」９４５万３千円の減で、歳出

合計も９４５万３千円の減額補正です。 

以下、歳出、歳入の順に補正の主なものについて、事項別明細書により、その概要を御説

明いたします。 

２０、２１ページをお開きください。 

１款１項１目「診療所費」は、既定の予算額３億８，６６８万１千円から、１，５６１万

４千円を減額し、３億７，１０６万７千円としており、補正の内訳は、「診療所人件費」で

は、人事異動、人事院勧告に伴う給与改定等及び看護師の未採用期間の精査、共済組合負担

率の改定等に伴い、２節「給料」で２７６万４千円の減、３節「職員手当」で２４６万４千
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円の減、４節「共済費」で６１７万８千円の減です。次に、「診療所業務費」では、会計年

度任用職員の未採用期間の精査、新型コロナワクチン接種代替看護師の従事時間の精査、人

事院勧告に伴う給与改定及び共済組合負担率の改定等に伴い、１節「報酬」で１３２万６千

円の減、２節「給料」で１８１万３千円の増、３節「職員手当」で８４万５千円の減、４節

「共済費」で３８７万９千円の減、医療設備の保守点検により１２節「委託料」で１５万８

千円の増です。 

２２、２３ページをお開きください。 

「診療所業務費」の続きとなりますが、消費税及び地方消費税の確定により、２６節「公

課費」で２５万２千円の減です。 

次に、「診療所管理費」では、会計年度任用職員の給与改定や共済組合負担率の改定等に

伴い、１節「報酬」で５万３千円の増、２節「給料」で１４万５千円の増、３節「職員手当」

で４万２千円の増、４節「共済費」で１１万７千円の減です。 

次に、医師業務強化費では、出張医の派遣日数変更に伴い、１節「報酬」で３４２万６千

円の増、３節「職員手当」で４４万１千円の増、８節「費用弁償」で７９万４千円の増です。

２５節「寄附金」では、旭川医科大学開学５０周年記念基金、及び、脳神経外科学講座への

寄附金として、１５０万円の新規計上です。 

次に歳出ですが、１８、１９ページをお開きください。 

１款１項１目「診療所使用料」では、新型コロナワクチン接種料の精査により、２万２千

円の増、３款１項１目「一般会計繰入金」では、この度の補正の財源調整により、６６５万

９千円の減、５款１項１目「診療受託料」では、新型コロナワクチン接種業務の精査により、

２８１万６千円の減です。 

以上、議案第１１号「令和５年度 幌延町国民健康保険診療所特別会計補正予算（第４号）」

の提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

５  番 植 村   敦 君 

２３ページの医師業務強化費の中で、今説明あった旭川医科大学の記念事業ということ

で脳神経外科の方に１５０万の新規寄附ということなんですけど、これは、単年度の寄附と

いうことで理解してよろしいでしょうか。 

国保診療所事務長 古 草   勝 君 

お答えいたします。 

ただいまお話のありました医大の開学５０周年記念の基金ということで、こちらについ

ては単年度の寄附になろうかと思います。また、脳神経外科の外科講座につきましても、現
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在のところを、今年度限りの寄附と考えておりますが、今後、医師の派遣等に伴いまして、

また事情が変わりましたら、また検討が必要になるかもしれないというところで押さえて

おります。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

７  番 齋 賀 弘 孝 君 

２３ページの同じく寄附金のことなんですけど、これは幌延町独自の寄附金額なんです

か、それとも、どこかと相談して、その金額が決まったんですか。その過程を教えてくださ

い。 

国保診療所事務長 古 草   勝 君 

寄附の額につきましては、近隣の町村の実態等を聞き取りいたしまして、この金額に決定

させていただいております。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

ほかにございますか。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１１号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第１９議案第１２号「令和５年度 幌延町後期高齢者医療特別会計補正予算」の件を

議題とします。 

議案第１２号について提案理由の説明を求めます。 

住民生活課長 村 上 貴 紀 君 

議案第１２号「令和５年度 幌延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」につい

て提案理由の説明を申し上げます。 

この度の補正の主な要因は、広域連合納付金の確定による負担金の調整によるものです。 

１ページをお開きください。 

第１条第１項「歳入歳出予算」の総額は、歳入歳出それぞれ既定の予算総額に１６８万円

を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５，２６０万９千円にしようとするものです。第

２項の「歳入歳出予算の補正」の款項の区分ごとの補正額は、事項別明細書によりその概要

を御説明いたします。 

８ページをお開きください。 

始めに歳出ですが、２款１項１目「後期高齢者医療広域連合納付金」では、今年度納付金の

確定に伴い、保険料等負担金３９万９千円の減、療養給付費負担金２０７万９千円の増により、

納付金総額で１６８万円の増額です。 
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次に歳入ですが、６ページをお開きください。 

２款１項「一般会計繰入金」は、繰出基準に基づき、それぞれ精査した結果、２目「保険基

盤安定繰入金」で５４万７千円の減、３目「療養給付費繰入金」で２０７万９千円の増、合わ

せて１５３万２千円の増額です。３款１項１目「繰越金」では、前年度繰越金の確定により１

４万８千円の増額です。 

以上、議案第１２号「令和５年度 幌延町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」の

提案理由の説明といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１２号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２０議案第１３号「令和５年度 幌延町介護保険特別会計補正予算」の件を議題と

します。 

議案第１３号について提案理由の説明を求めます。 

保健福祉課長 島 田 幸 司 君 

議案第１３号「令和５年度 幌延町介護保険特別会計補正予算（第２号）」について提案

理由の説明を申し上げます。 

この度の補正の主な要因は、保険事業勘定、介護サービス事業勘定とともに、人事院勧告

による給与改定等に伴う人件費及び共済費率の確定に伴う調整と保険事業勘定では、令和

６年度施行の介護保険制度改正に伴うシステム改修費用について増額補正するものであり

ます。 

１ページをお開きください。 

第１条第１項の「歳入歳出予算の補正」は、歳入歳出それぞれ既定の予算総額に、１５７

万６千円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億４，４９３万３千円にしようとする

もので、補正後の事業勘定別内訳は、保険事業勘定が２億３，６５４万６千円に、介護サー

ビス事業勘定は８３８万７千円となります。 

第２項の「歳入歳出予算の補正の款項の区分ごとの補正額」は、事項別明細書により、そ
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の概要を御説明いたします。 

まず、保険事業勘定から御説明いたします。 

２０ページをお開きください。 

歳出ですが、１款１項１目「一般管理費」では、給与改定や期末勤勉手当支給率改正及び

共済組合等負担金の負担率変更に伴い、「給料」１１万９千円の増、「職員手当」２２万７

千円の増、「共済費」７３万７千円の減で、保険事業勘定人件費全体で、３９万１千円の減

額です。「委託料」では、先ほども御説明いたしました介護保険制度改正に伴うシステム改

修業務１９８万円の新規計上です。 

次に、歳入でありますが、１８ページにお戻り願います。 

２款２項５目「介護保険事業費補助金」は、介護保険制度改正に伴うシステム改修業務に

対する国からの介護保険事業費補助金８８万円の新規計上です。６款１項４目「その他一般

会計繰入金」は、職員給与費等繰入金で、この度の人件費の補正と同額の３９万１千円の減

額、事務費繰入金では、介護保険制度改正に伴うシステム改修業務に対する国からの補助金

を差し引いた１１０万円の増額です。 

次に、介護サービス事業勘定について御説明いたします。 

２４ページをお開きください。 

歳出ですが、１款１項１目「一般管理費」では、給与改定や期末勤勉手当支給率改正等に

伴い、給料５万５千円の増、職員手当１４万円の増、共済費２０万８千円の減で、介護支援

事業人件費全体で１万３千円の減額です。 

次に、歳入でありますが、２２ページにお戻り願います。 

２款１項１目「一般会計繰入金」は、介護支援事業繰入金で、この度の人件費の補正と同

額の１万３千円の減額です。 

以上、議案第１３号「令和５年度幌延町介護保険特別会計補正予算（第２号）」の提案理

由の説明といたします 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、歳入歳出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、歳入歳出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１３号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 
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よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２１議案第１４号「令和５年度幌延町簡易水道事業会計補正予算」の件を議題とし

ます。 

議案第１４号について提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

議案第１４号「令和５年度 幌延町簡水道事業会計補正予算（第１号）」の提案理由を申

し上げます。 

この度の補正予算の主な要因は、「収益的収入及び支出」では、人件費に係る起債事務費

の精査に伴う増額、「資本的収入及び支出」では、事業量の減及び契約減に伴う工事請負費

の減額によるものであります。 

１ページをお開きください。 

第２条「収益的収入及び支出の補正」では、収入におきましては、借入金に係る償還金利

子額の確定に伴い、一般会計からの補助金を精査し、第１款「簡易水道事業収益」における

既決予定額５，２７１万３千円を７千円減額し、５，２７０万６千円に改め、支出におきま

しては、人件費に係る起債事務費の精査及び令和４年度における借入金償還金利子額及び

納付消費税額の精査により、第１款「簡易水道事業費用」における既決予定額６，３５５万

２千円を３６１万９千円増額し、６，７１７万１千円に改めるものです。 

第３条「資本的収入及び支出の補正」では、収入におきましては、配水管布設工事に係る

事業費の減額及び北海道発注工事の施工に伴う支障水道管移設補償費の新規計上による企

業債の減額及び同じく配水管布設工事の事業費減額に伴う一般会計からの補助金の減額に

より、第１款「資本的収入」における既決予定額８，７３２万円を２，９５５万６千円減額

し、５，７７６万４千円に改め、支出におきましては、一部配水管布設工事において施工区

間を変更したことによる事業量の減及び契約減並びに令和４年度における借入金償還金利

子額の精査により、第１款「資本的支出」における既決予定額８，２３２万円を２，０７９

万４千円減額し、６，１５２万６千円に改めるものです。 

第４条「特例的収入及び支出の補正」では、当初予算書において第４条の２で示した当該

年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額を当初予算提案時は決

算日未到来であったことからその予定額を２１３万２千円及び１，３０２万９千円として

おりましたが、令和４年度会計決算額の確定により、それぞれ１９１万６千円及び２１３万

７千円に改めるものです。 

第５条「企業債の補正」では、予定していた企業債の限度額を対象事業費の減額等に伴い、

既決予定額３，８００万円を１，１６０万円減額し、２，６４０万円に改めるものです。 

第６条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正」では、議会の議決

を経なければ流用することのできない経費である職員給与費の増額補正に伴い、既決予定

額９９０万２千円を４３３万９千円増額し、１，４２４万１千円に改めるものです。 

第７条「他会計からの補助金」では、一般会計からの補助金を事業精査等に伴い、既決予

算額４，８３７万４千円を１，９２１万７千円減額し、２，９１５万７千円に改めるもので

す。 
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次に、補正予算の主な内容について、補正予算事項別明細書で御説明いたします。 

２３ページ、２４ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、１款２項２目「他会計補助金」におい

て、令和４年度における借入金償還金利子額の確定に伴い、１節「他会計補助金」を７千円

減額しようとするものです。 

続きまして、２５ページ、２６ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項４目「総係費」において、下

水道事業に係る起債事務費として計上していた人件費を下水道工事費の減額に伴い、簡易

水道事業へ振り替えたことにより、簡易水道事業会計での負担額を増やし、２節「給料」を

３８２万３千円、５節「法定福利費」に計上した共済組合負担金を１０４万４千円増額、ま

た、１７節「印刷製本費」につきましては、役場機構改革に伴い課名に変更が生じたことか

ら、水道料金検針票を新たに作成するための費用として２１万８千円の増額、また、２２節

「手数料」につきましては、当初、水道料金及び下水道料金に係る口座振替依頼手数料につ

いて、簡易水道事業会計で一括費用計上しておりましたが、公営企業会計処理上、各会計で

費用計上することが望ましいことから、分けて予算計上することとし、下水道料金に係る口

座振替依頼手数料３８万３千円について減額しようとするもので、その他費用につきまし

ても、契約減や決算見込額の精査を行い、所要の補正を行おうとするものです。 

続きまして、２７ページ２８ページをお開きください。 

資本的収入及び支出のうち、収入につきましては、１款１項１目「企業債」においては、

配水管布設工事の事業費減額及び北海道発注工事の施工に伴う支障水道管移設補償費によ

る収入増を見込み、１，１６０万円の減額、併せて、事業費の減額等に伴い、１款２項１目

「他会計補助金」に計上した１節「他会計補助金」を１，９２０万５千円減額、また、１款

３項２目「工事負担金」においては、先ほど申し上げた支障水道管の移設補償費１２５万４

千円を新規に計上するものです。 

続きまして、２９ページ３０ページをお開きください。 

資本的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項１目「配水及び給水設備建設

改良費」において、道道稚内幌延線配水管布設工事については、施工区間変更に伴う当該年

度事業量の減少により、１，８２３万２千円の減額、町道３条仲通線配水管布設工事ほか２

件については、計２５５万２千円の契約減、これらを合せ２５節「工事請負費」合計で２，

０７８万４千円減額しようとするものです。 

以上、議案第１４号「令和５年度 幌延町簡水道事業会計補正予算（第１号）」の提案理

由といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

質疑の方法は、収入支出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 
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これより、収入支出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１４号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２２議案第１５号「令和５年度幌延町下水道事業会計補正予算」の件を議題としま

す。 

議案第１５号について提案理由の説明を求めます。 

産業建設課長 角 山 隆 一 君 

議案第１５号「令和５年度 幌延町下水道事業会計補正予算（第１号）」の提案理由を申

し上げます。 

この度の補正予算の主な要因は収益的収入及び支出では、下水道管路維持業務の契約減

による委託料の減額、資本的収入及び支出では、人件費に係る起債事務費の精査に伴う減額、

また、入札不調による一部工事実施の取りやめ及び契約減による工事請負費等の減額によ

るものであります。 

１ページをお開きください。 

第２条「収益的収入及び支出の補正」では、収入におきましては、事業費の減額等に伴い、

一般会計からの補助金を精査し、第１款「下水道事業収益」における既決予定額１億６，６

１３万８千円を１９１万５千円減額し、１億６，４２２万３千円に改め、支出におきまして

は、下水道管路維持業務の契約減による委託料の精査及び下水道管理センター維持管理業

務の契約減による委託料の精査により、第１款「下水道事業費用」における既決予定額１億

８，８２３万１千円を１９１万６千円減額し、１億８，６３１万５千円に改めるものです。 

第３条「資本的収入及び支出の補正」では、収入におきましては、事業費の減額に伴い、

企業債、一般会計補助金及び国庫補助金を減額し、第１款「資本的収入」における既決予定

額３億６，０４９万５千円を１億６，３０７万９千円減額し、１億９，７４１万６千円に改

め、支出におきましては、工事実施の取りやめに伴う事業費減及び契約減、また、人件費に

係る起債事務費の減額や令和４年度における償還金借入金利子額の精査により、第１款「資

本的支出」における既決予定額３億６，０４９万５千円を１億６，３０７万９千円減額し、

１億９，７４１万６千円に改めるものです。 

第４条「特例的収入及び支出の補正」では、当初予算書において第４条の２で示した当該

年度に属する債権及び債務として整理する未収金及び未払金の金額を当初予算提案時は決

算日未到来であったことからその予定額を９８万５千円及び１，２８０万円としておりま

したが、令和４年度会計決算額の確定により、それぞれ１９３万３千円及び５１１万円に改

めるものです。 
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第５条「企業債の補正」では、予定していた企業債の限度額を対象事業費の減額等に伴い、

既決予定額合計９，７６０万円を４，９５０万円減額し、４，８１０万円に改めるものです。 

第６条「議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正」では、議会の議決

を経なければ流用することのできない経費である職員給与費の減額補正に伴い、既決予定

額１，４１５万９千円を５０３万８千円減額し、９１２万１千円に改めるものです。 

第７条「他会計からの補助金」では、一般会計からの補助金を事業費精査等に伴い、既決

予定額２億２，０１６万１千円を５，１２６万４千円減額し、１億６，８８９万７千円に改

めるものです。 

次に、補正予算の主な内容について、補正予算事項別明細書で御説明いたします。 

２１ページ２２ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、収入につきましては、１款２項１目「他会計補助金において、

事業費の精査に伴い、１節「他会計補助金」を１９１万５千円減額しようとするものです。 

続きまして、２３ページ２４ページをお開きください。 

収益的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項１目「管渠費」において、下

水道維持管理業務契約減に伴い、２３節「委託料」を２８０万５千円減額、１款１項２目「処

理場費」においては、下水道管理センター電気料金の高騰に伴い、１３節「光熱水費」を８

７万６千円増額、また、下水道管理センター維持管理業務等の契約減に伴い、２３節「委託

料」を７５万５千円減額、１款１項４目「総係費」においては、下水道料金に係る口座振替

依頼手数料として２２節「手数料」を３８万３千円新規に計上しようとするものです。 

続きまして、２５ページ２６ページをお開きください。 

資本的収入及び支出のうち、収入につきましては、工事実施の取り止め及び契約減による

工事請負費の減額に伴い、１款１項１目「企業債」を４，９５０万円、１款２項１目「他会

計補助金」において、一般会計からの補助金を４，８６３万６千円、１款３項１目「国庫補

助金」において、社会資本整備総合交付金を６，４２２万円減額しようとするものです。 

続きまして、２７ページ２８ページをお開きください。 

資本的収入及び支出のうち、支出につきましては、１款１項１目「管渠建設改良費」にお

いて、事業費減額に伴い、起債事務費への充当を見込んでいた人件費を他事業へ振り替えた

ことにより、２節「給料」を４１０万２千円、２５節、３条仲通線下水道管路改修工事を始

めとした工事請負費を１億５，２８６万３千円減額、１款１項３目「個別排水施設建設改良

費」においては、個別排水施設設置に伴う設計測量調査の実施見込みがないことから２３節

「委託料」を１２０万５千円減額、また、今年度予定しておりました個別排水処理施設３基

の設置が完了したことから２５節「工事請負費」を３６７万４千円減額、１款２項１目 「企

業債償還金」においては、令和４年度借入金償還元金の確定に伴い、１節「企業債償還金」

を７１万３千円減額しようとするものです。 

以上、議案第１５号「令和５年度 幌延町下水道事業会計補正予算（第１号）」の提案理

由といたします。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 
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質疑の方法は、収入支出を一括して行いたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

これより、収入支出一括の質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております議案第１５号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第２３意見案第１号「刑事訴訟法の再審規定の改正を求める意見書の提出について」

の件を議題とします。 

意見案第１号について提案理由の説明を求めます。 

２  番 佐 藤 忠 志 君 

意見案第１号「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書」について、提案

理由を申し上げます。 

えん罪被害者救済のための手続きである再審制度は，再審を求める再審請求手続と，それ

を受けて行われる再審公判手続という２段階の組立てになっておりますが，再審のルール

がほとんど存在しない、機能していない中で審理が進められており、再審請求手続の段階で

再審が認められないというケースが多いことが実態です。 

再審制度の抱える問題点は二つあります。一つ目は捜査で集めた証拠資料を検察が開示

しない例があること。二つ目は，検察官の上訴です。こうした制度のもと，再審開始決定を

得るだけでも長い年月を費やし，再審が認められないまま被告人が亡くなってしまった例

もあります。 

再審は、えん罪に泣く人を救うための制度でなければなりません。今こそ、えん罪被害者

を救済するためのルールが必要であり、検察に再審のための証拠開示を義務付け，検察の不

服申立てに制限を加える法改正が求められていると思います。 

以上、本案に、御賛同くださいますよう、お願い申し上げまして、提案理由の説明といた

します。 

議  長 西 澤 裕 之 君 

これより質疑を行います。 

（「ありません」の声あり） 

これにて質疑を終わります。 

お諮りします。 

ただいま議題となっております意見案第１号は、討論を省略し、原案のとおり決定するこ
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とに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本案は原案のとおり、可決されました。 

日程第２４発議第１号「懸案事項促進要望のための議員派遣について」の件を議題としま

す。 

お諮りします。 

本町の懸案事項の促進、要望及び議員の研修会、各常任委員会等の調査・研究のため、本

日より、次期定例会前までの間、本議会は、必要と認められる事項・事案について、道内外

の関係機関に議員を派遣することにしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本議会は本日より次期定例会までの間、道内外の関係機関に議員を派遣すること

に決定しました。 

お諮りします。 

派遣する議員については、案件を勘案し、その都度、議長において指名したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、派遣する議員は、議長において指名することに決定しました。 

日程第２５号発議第２号「閉会中の継続調査について」の件を議題とします。 

令和５年１２月５日付けをもって、まちづくり常任委員長及び情報推進常任委員長から

所管事務について、議会運営委員長から所掌事務について、それぞれ、別紙のとおり、閉会

中の継続調査の申出がありました。 

お諮りします。 

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査にしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

お諮りします。 

本定例会に付議された案件の審議は、すべて終了しました。 

会議規則第７条の規定に基づき、本日で閉会したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。 

よって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 
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これにて、令和５年第９回幌延町議会定例会を閉会します。 

御苦労さまでした。 

    

（１６時４３分 閉   会） 



 

 

以上、相違ないことを証するため、署名議員と共に署名する。 

 

                    幌 延 町 議 会 議 長  西 澤 裕 之   

 

                    署 名 議 員  ７ 番  齋 賀 弘 孝   

 

                    署 名 議 員  １ 番  高 橋 秀 明   

 

以上、記録する。            事 務 局 次 長  藤 田 秀 紀   


